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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第146期及び第147期は１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第147期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定にあたっては、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第146期 第147期 第148期 第149期 第150期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 77,591 60,626 60,319 57,270 57,015

経常利益 (百万円) 633 818 160 1,658 1,408

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) △6,036 △833 743 765 252

純資産額 (百万円) 3,148 2,386 4,048 4,795 8,116

総資産額 (百万円) 58,212 55,651 55,801 49,772 49,813

１株当たり純資産額 (円) 47.35 35.89 60.88 72.12 98.35

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) △90.79 △12.53 11.17 11.51 3.35

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 5.4 4.3 7.3 9.6 16.3

自己資本利益率 (％) ― ― 23.10 17.32 3.91

株価収益率 (倍) ― ― 10.83 22.66 65.60

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 321 3,202 △2 4,374 △885

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,398 944 3,432 363 2,523

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △249 △5,933 △3,058 △3,180 432

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 5,906 4,006 4,478 6,009 8,160

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
421

〔155〕

467

〔206〕

482

〔317〕

461

〔222〕

361

〔160〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第146期及び第147期は１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第147期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定にあたっては、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

  

回次 第146期 第147期 第148期 第149期 第150期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 74,038 55,305 54,946 51,052 48,507

経常利益 (百万円) 313 255 235 1,391 831

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) △6,181 △1,240 388 595 324

資本金 (百万円) 3,324 3,324 3,324 3,324 4,824

発行済株式総数 (株) 66,493,668 66,493,668 66,493,668 66,493,668 82,538,203

純資産額 (百万円) 4,937 3,751 4,787 5,344 8,500

総資産額 (百万円) 57,068 46,463 47,080 37,566 39,084

１株当たり純資産額 (円) 74.25 56.42 71.99 80.39 103.00

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額)

(円)
―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) △92.97 △18.65 5.84 8.95 4.30

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 8.7 8.1 10.2 14.2 21.7

自己資本利益率 (％) ― ― 9.10 11.75 4.68

株価収益率 (倍) ― ― 31.65 29.16 51.05

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
108

〔10〕

107

〔58〕

138

〔144〕

158

〔 63〕

55

〔17〕



２ 【沿革】 

１ 大正２年１月古賀鉱業合資会社の所有する長崎県松島地区の良質石炭鉱区を買収し、商号を松島炭鉱

株式会社(資本金2百万円)として設立。 

２ 昭和10年５月大島鉱区の開坑に着手。 

３ 昭和27年１月資本金を50百万円に増資し、同年３月池島坑の開発に着手。 

４ 昭和35年12月松島炭鉱株式会社において生産される石炭の輸送を主な事業とする松島海運株式会社を

設立。 

５ 事業規模の拡大と好調な業績により逐次増資を行い、昭和36年９月資本金が1,300百万円となり同年

10月株式を東京証券取引所第二市場に上場。 

６ 昭和37年２月株式を東京証券取引所第一市場に上場し、同年４月福岡証券取引所にも上場。 

７ 昭和38年９月株式を大阪証券取引所第一市場に上場。 

８ 昭和43年３月土木建築総合請負工事業を行う松島建設工業株式会社(現・連結子会社)を設立。 

９ 昭和48年２月資本金300百万円で池島炭鉱株式会社を設立。 

10 昭和48年４月政府の第五次石炭政策に基づき、経営安定のための責任体制が要請されたのを契機に、

石炭生産部門を池島炭鉱株式会社に営業譲渡し、松島興産株式会社と商号を変更、同時に池島炭鉱株式

会社は松島炭鉱株式会社と商号を変更。 

11 昭和58年４月セメント、生コン等の建材事業進出のため、三井鉱山建材販売株式会社を吸収合併し、

三井松島産業株式会社と商号を変更しました。この合併により資本金は3,324百万円となりました。 

12 平成２年11月豪州において石炭採掘販売業及び鉱山開発事業を行うMITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA 

PTY. LTD.(現・連結子会社)を設立。 

13 平成９年４月海外の炭鉱経営を含め石炭を中心とした資源に関する調査・技術協力及びコンサルタン

トを主目的とする三井松島リソーシス株式会社(現・連結子会社)を設立。 

14 平成11年４月国内炭ユーザーへの販売・輸送の一貫性を実現する事で流通経費削減を図るため、連結

子会社松島海運株式会社を吸収合併。 

15 平成13年４月財務体質の強化と経営基盤の確立のため連結子会社松島ハイプレシジョン株式会社を合

併。 

16 平成13年11月松島炭鉱株式会社(現・連結子会社)は、同社が経営する池島炭鉱を閉山。 

17 平成14年６月石炭関連海外子会社の統括・管理業務を目的とするMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL 

PTY. LTD. (現・連結子会社)を設立。 

18 平成15年３月大阪証券取引所市場第一部の上場を廃止。 

19 平成17年６月第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行。これに伴う新株予約権の行使により

資本金は4,824百万円となりました。 

20 平成18年２月松島光コンポーネント株式会社を会社分割により設立。 

21 平成18年３月松島光コンポーネント株式会社の全株式を売却。 

  



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、子会社13社及び関連会社２社で構成され、石炭・建設資材・機材・生活用品の

仕入販売等の商社機能を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流サービス等の事業を展開しておりま

す。 

なお、当社は平成18年２月に光コンポーネント事業の更なる発展を目的として同事業を分社化し、松島

光コンポーネント㈱を設立しました。さらに、同年３月同社の全株式を旭硝子㈱に譲渡し、当社は当連結

会計年度をもって光コンポーネント事業から撤退いたしました。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の位置付け等は次のとおりであります。 

なお、次の６部門は「第５ 経理の状況 １ (1)連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメ

ント情報の区分と同一であります。 

  

燃料事業 当社は、石炭の仕入販売及びこれに係る海上運送業、倉庫業等を行っておりま

す。連結子会社MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.は、石炭関連海外子

会社の統括・管理業務及び海外炭鉱への投融資を行っております。 

連結子会社MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD.は、豪州NSW州リデル炭の共

同開発を行っており、同社が出資しているリデル・ジョイント・ベンチャーが生

産したものを当社は輸入販売しております。 

連結子会社AUSTRALIAN AUGER MINING PTY.LTD.は、海外炭鉱における石炭採掘請

負を行っております。 

連結子会社松島コールライン㈱は、当社が海上運送業務を行うにあたっての船員

労務管理業務及び船体の保全管理業務等を行っております。 

連結子会社松島港湾運輸㈱は、ユーザー揚地港での揚炭・荷役業務の請負を行っ

ております。 

連結子会社松島ライン興業㈱は、主として当社が倉庫業を行うにあたっての労務

提供業及び保険代理店業務を行っております。

 

光コンポーネント事業

 

当社は、各種精密機械用非球面ガラスモールドレンズ製造・販売を行なってきま

した。当事業は今後成長が期待される分野でありましたが、「経営資源の選択と

集中」の一環として、本年２月に松島光コンポーネント㈱として分社化後、本年

３月31日付に当社が保有する同社の全株式を旭硝子㈱に譲渡し、当社は当連結会

計年度末をもって当事業から撤退いたしました。

 

建機材事業

 

当社は、建設資材の仕入販売他、機器類の仕入販売を行っております。 

連結子会社松島建材㈱は、骨材類の生産販売を行っており、同社は当社に対し全

量販売しております。なお、平成18年４月以降は当社を通さず、直接ユーザーに

全量販売にしております。 

連結子会社㈱松島電機製作所は、電気・機械器具類の製造販売及び製作・修理請

負等を行っております。 

連結子会社松島建設工業㈱は、土木工事・建築工事の請負施工を行っており、一

部当社グループに対し建物等の建設・補修を請負っております。 

持分法適用関連会社大島鋼板加工㈱は、主として船舶用鋼材の加工を行っており

ます。



     

 
  

  

 

不動産事業

 

当社は不動産の分譲及び賃貸事業を行っております。  

福岡県福津市において運営していた「国民宿舎つやざき」は、平成17年８月末を

もって閉鎖いたしました。

 

スーパー事業

 

当社及び連結子会社㈱大島商事は、食料品・日用品全般の仕入販売等を行ってお

ります。  

プロパンガス供給事業については、当社は連結子会社㈱大島商事を通して行って

おり、また、スーパーの店舗運営業務についても同社へ委託しております。  

なお、平成18年３月に当社が運営しております３店舗のうち太宰府店、志免店を

同業他社へ営業譲渡しました。また、連結子会社㈱大島商事が運営しておりまし

た「にしき店」を平成17年８月に閉鎖いたしました。

 

その他事業

 

連結子会社三井松島リソーシス㈱は、平成14年４月より「炭鉱技術移転５ヵ年計

画」に沿った研修事業を行っており、連結子会社松島炭鉱㈱は、同事業に必要な

炭鉱設備を貸与しております。



 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 特定子会社に該当しております。 

３ 上記会社は、何れも有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

４ 債務超過会社。平成18年３月末時点での債務超過の額は、以下のとおりであります。 

   松島炭鉱㈱ 7,547百万円 

５ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。 

  

  

  

名称 住所

資本金又は 

出資金 

(百万円)

主要な事業 

の内容

議決権の 

所有又は 

被所有割合 

(％)

関係内容

(連結子会社)

松島建設工業㈱ 長崎県長崎市 100 建機材事業 100.0
当社並びに関係会社の建物の建設等を行ってお
ります。なお、当社より資金援助を受けており
ます。役員の兼任等…無

㈱松島電機製作所 長崎県西海市 50 建機材事業 100.0
当社が販売する機械器具類の生産を行っており
ます。なお、当社より資金援助を受けておりま
す。役員の兼任等…1名

㈱大島商事 長崎県西海市 10
スーパー
事業

100.0
当社のスーパーの店舗運営及びプロパンの卸売
等を行っております。なお、当社より資金援助
を受けております。役員の兼任等…無

松島建材㈱ 福岡市中央区 35 建機材事業 100.0
当社の建機材事業において扱っている骨材の生
産を行っております。なお、当社より資金援助
を受けております。役員の兼任等…無

松島港湾運輸㈱ 福岡市中央区 20 燃料事業 100.0 役員の兼任等…無

三井松島リソーシス㈱ 長崎県長崎市 100 その他事業 100.0
当社が開発する資源の調査・技術協力を行って
おります。 
役員の兼任等…１名

松島コールライン㈱ 福岡市中央区 10 燃料事業 100.0
当社の海上運送業務に係る船員労務管理・船体
保全管理業務等を行っております。 
役員の兼任等…無

松島ライン興業㈱ 福岡市中央区 10
燃料事業
及び不動産
事業

100.0
(100.0)

当社が倉庫業を行うにあたっての労務提供業及
び当社グループに関する損害保険代理店業務を
行っております。役員の兼任等…無

松島炭鉱㈱    (注４) 福岡市中央区 10 その他事業 100.0

研修事業に必要な炭鉱設備を三井松島リソーシ

ス㈱に貸与しております。 

役員の兼任等…１名

MITSUI MATSUSHIMA

INTERNATIONAL

PTY.LTD.     (注２)

オーストラリア
ニューサウス 
ウェルズ州 
シドニー

44百万A$ 燃料事業 100.0
当社海外子会社の管理統括を行っております。
なお、当社より資金援助を受けております。役
員の兼任等・・・２名

MITSUI MATSUSHIMA  
AUSTRALIA PTY.  
LTD.       (注２)

オーストラリア
ニューサウス 
ウェルズ州 
シドニー

30百万A$ 燃料事業
100.0

(100.0)

当社の燃料事業が輸入販売する豪州炭の生産を
行っております。 
役員の兼任等…無

AUSTRALIAN AUGER MINING 

PTY.LTD.

オーストラリア
ニューサウス
ウェルズ州
シドニー

1百万A$ 燃料事業
57.0

(57.0)
役員の兼任等…無

MITSUI MATSUSHIMA  
CANADA LTD. 

カナダ 
BC州 
パインバレー

0百万C$ 燃料事業 100.0
当社より資金援助を受けております。 
役員の兼任等…無

(持分法適用関連会社)

大島鋼板加工㈱ 長崎県西海市 50 建機材事業 20.0 役員の兼任等…無

その他 １社



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

３ 当連結会計年度末において従業員数が100名及び臨時従業員数が62名減少しておりますが、主として光コン

ポーネント事業の松島光コンポーネント㈱の株式売却に伴う連結除外による人員の減少であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従

業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

４ 当事業年度末において従業員数が103名及び臨時従業員数が46名減少しておりますが、主として当社の会社

分割に伴う光コンポーネント事業に係る人員の転籍による減少であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、建機材事業の連結子会社㈱松島電機製作所において松島電機製作所労働組合が組

織(組合員数19人)されており、またスーパー事業の連結子会社㈱大島商事においてマツシマ商事従業員

組合が組織(組合員数21人)されており、日本労働組合総連合会に属しております。 

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

燃料事業 102〔 4〕

建機材事業 82〔 35〕

不動産事業 5〔 1〕

スーパー事業 36〔111〕

その他事業 109〔 2〕

全社(共通) 27〔 7〕

合計 361〔160〕

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

55〔 17〕 44.3 16.4 6,534



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、民間設備投資の増加に加え、雇用・所得環境の改善を背景

として個人消費が順調に推移し、輸出も持ち直すなど、株式市場の活況と相俟って景気の底打ち、回復

を実感するところになりました。しかしながら、一方では原油価格や金利の上昇不安もあり、景気の先

行きの不透明感を払拭するには至りませんでした。  

 このような経済情勢の中にあって、当社グループにおきましては、「スピードをもった経営」と「経

営資源の選択と集中」を基本方針に、燃料事業、光コンポーネント事業、建機材事業、不動産事業、ス

ーパー事業など多岐にわたる事業を堅実に展開し、営業活動を積極的に実行してまいりましたが、当連

結会計年度の連結売上高は57,015百万円となり前年同期比254百万円(0.4%)の減収となりました。 

 収益面では、石炭価格の急騰に伴う海外連結子会社の業績向上はあったものの、光コンポーネント事

業の業績悪化により、営業利益は1,878百万円と前年同期比435百万円(18.8%)の減益となり、経常利益

は1,408百万円と前年同期比250百万円(15.1%)の減益となりました。また、当期純利益は関係会社株式

売却益3,579百万円などを特別利益に計上しましたが、減損損失3,157百万円や訴訟関連損失1,505百万

円などを特別損失に計上しました結果、252百万円となり前年同期比513百万円(67.1%)の減益となりま

した。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①燃料事業 

  燃料事業におきましては、オーストラリア・リデル炭、インドネシア炭などの販路拡大戦略のもと

積極的な営業活動に努めた結果、売上高は26,774百万円と前年同期比6,455百万円(31.8%)の増収とな

り、営業利益は2,149百万円と前年同期比677百万円(46.0%)の増益となりました。   

②光コンポーネント事業 

 光コンポーネント事業におきましては、新製品開発の遅れが受注確保に大きく影響し、レンズ販売

数量が大幅に減少いたしました。その結果、売上高は3,175百万円と前年同期比1,631百万円(33.9%)

の減収となり、営業損失は368百万円と前年同期比811百万円(－%)の減益となりました。 

③建機材事業 

 建機材事業におきましては、依然として厳しい状況下にある建設業界の中で、東京地区での生コン

販売を中心に営業活動を行いましたが、売上高は20,704百万円と前年同期比4,378百万円(17.5%)の減

収となり、営業利益は164百万円と前年同期比54百万円(24.8%)の減益となりました。 

④不動産事業 

 不動産事業におきましては、当社所有の賃貸物件の空室戸数減少に努めましたが、売上高は748百

万円と前年同期比252百万円(25.2%)の減収となり、営業利益は108百万円と前年同期比24百万円

(18.4%)の減益となりました。  

⑤スーパー事業 

  スーパー事業におきましては、小売業界競争激化の中、大型店舗への消費者流出を防ぐべく、懸命

の販売努力をいたしましたが、売上高は4,553百万円と前年同期比459百万円(9.2%)の減収となり、営

業損失は153百万円と前年同期比123百万円(―%)の減益となりました。 

⑥その他事業  

  その他事業におきましては、国策である「炭鉱技術移転５ヶ年計画」に沿った研修事業を実施して

おり、売上高は1,058百万円と前年同期比11百万円(1.1%)の増収となり、営業利益は８百万円と前年

同期比11百万円(57.1%)の減益となりました。  

  



所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 なお、当社グループは、当連結会計年度より所在地別セグメント情報を作成しているため、前連結

会計年度との対比の記載はしておりません。 

①日本 

国内におきましては、燃料事業の石炭販売が好調に推移いたしましたが、光コンポーネント事業の

業績悪化に伴い、売上高は52,862百万円、営業損失は197百万円となりました。 

②オセアニア 

オーストラリアにおきましては、石炭市場の好況の下、売上高は4,153百万円、営業利益は2,066百

万円となりました。 

③その他地域 

 カナダにおきましては、営業損失が6百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により885百万円減少し、投資活動によ

り2,523百万円及び財務活動により432百万円増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末

残高は8,160百万円となり、前年同期比2,150百万円(35.8%)の増加となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益504百万円に減価償却費605百万円、

減損損失3,157百万円、訴訟関連損失1,505百万円を加算し、投資有価証券売却益419百万円、及び関係

会社株式売却益3,579百万円の控除を行い、仕入債務の増加による収入345百万円がありましたものの、

支払利息の支払額480百万円、訴訟損失の支払額2,090百万円及び法人税等の支払額537百万円がありま

したこと等により885百万円の減少となり、前年同期比5,259百万円（―%）の減少となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、燃料事業による海外炭供給ソースの確保からインドネシア・

セパリ炭鉱への資本参加に伴う投資1,584百万円並びに貸付による支出356百万円がありましたものの、

投資有価証券の売却による収入745百万円及び連結子会社株式の売却による収入が3,599百万円がありま

したこと等により2,523百万円の増加となり、前年同期比2,159百万円(595.0%)の増加となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純額返済1,329百万円及び社債の償還による支

出2,400百万円がありましたものの社債の発行による収入が4,156百万円ありましたこと等により432百

万円の増加となり、前年同期比3,613百万円(―%)の増加となりました。 

以上の活動の結果に、現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた結果、現金及び現金同等物の期末

残高は8,160百万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ 金額は、製造原価によっており、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  
(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 光コンポーネント事業の受注残高については、同セグメント事業に係る連結子会社松島光コンポーネント㈱

の株式売却により連結子会社から除外しているため、記載しておりません。 
  
(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

燃料事業 3,217 47.8

光コンポーネント事業 3,360 △1.1

建機材事業 1,076 △5.6

合計 7,653 14.0

区分 受注高(百万円)
前年同期比
(％)

受注残高(百万円)
前年同期比
(％)

光コンポーネント事業（注３） 3,188 93.2 ― ―

建機材事業 2,152 △0.7 489 148.6

合計 5,341 39.9 489 △37.2

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

燃料事業 26,774 31.8

光コンポーネント事業 3,175 △33.9

建機材事業 20,704 △17.5

不動産事業 748 △25.2

スーパー事業 4,553 △9.2

その他事業 1,058 1.1

合計 57,015 △0.4



３ 【対処すべき課題】 

今後の経済見通しにつきましては、企業収益の回復による設備投資の増加や雇用情勢の改善などか

ら、景気は緩やかな回復基調で推移するものと思われますが、原油価格の動向が、内外経済に与える影

響に留意する必要があります。 

 このような状況下、当社グループにおきましては、いかなる経済情勢の変化にも対応しうる確固たる

経営基盤を構築するために、これまで、低収益部門の撤退、縮小、組織の簡素化などをはじめとする経

営合理化諸策に取り組んでおり、着実にその成果をあげつつあります。 

 こうした基本的経営方針のもと、当社グループといたしましては、当社の歴史の中でそのノウハウを

蓄積している「燃料事業」をはじめ、当社グループの基盤でもある「建機材事業」「不動産事業」「ス

ーパー事業」などの事業を堅実に、また、それらに関連する新規事業も積極的に展開し、更なる経営基

盤の確立を図って参ります。 

 なお、コア事業の一つでありました「光コンポーネント事業」から撤退をいたしましたが、今回の撤

退は、当社の財務状況に寄与していることも事実でありますが、従来のコア事業の一つから撤退をした

ことにより、今後「当社グループの事業基盤をどこにおくのか」、「選択と集中の具体策は何か」との

懸念も出てくることとなります。まさに、この事こそ当社グループが今後対処すべき課題と認識してお

ります。更なる財務状況の強化を根底におきながら、これらを背景として、当社グループは次のことを

当面の事業課題として取り組んでまいります。 

(1) 燃料事業 

中国を始めとしたアジア各国の石炭需要は引き続き旺盛であり、今後も堅調に推移するとの見方が

大勢を占めております。国内においても石炭需要は増加しており、当社グループは海外炭鉱への投

資・技術協力を積極的に推進することにより、石炭の供給を確保し、国内を始めアジア諸国への石炭

取扱い量拡大に向け積極的に取り組んでまいります。また、海外炭鉱への投資・開発により、収益力

の強化に努めてまいります。 

(2) 建機材事業 

建設資材市場は、公共工事の削減等により市場全体が縮小しており、また、一部に改善の動きは見

られるものの大手ゼネコンを除き、引き続きゼネコン不安は続いております。このような環境下、当

事業部門は引き続き徹底した与信管理の下、積極的販売体制の強化を図り、市場変化に対応した商品

の開拓を行い、収益力の向上を図ってまいります。 

(3) 不動産事業 

長年に亘り蓄積された豊富な不動産を保有しており、これらの資産有効活用を第一におき、空室率

低下、管理コストの低減はもとより、将来を見据えアセットマネジメント事業への取り組み等を構築

してまいります。 

(4) スーパー事業 

「経営資源の選択と集中」という基本方針に沿い、従来からの福岡地区２店舗を営業譲渡し、大島

店を中心とした長崎地区に集約いたしました。今後は、地域住民の皆様のニーズに即応する顧客第一

主義に徹した店作りを実現し、次への展開を図ってまいります。 

(5)その他事業 

「炭鉱技術移転５ヵ年計画」の主旨に沿い、長崎県池島での研修事業等が東南アジア諸国からの研

修生にとって有意義なものとなるよう努めてまいります。 

(6) コスト削減について 

当社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況であり、グループ全体でコスト削減へ

の取り組みを行なっております。具体的には、各事業部において経費を厳格に管理する体制のもと、

自己達成目標を掲げその対応を図っており、経費比率の良化によるキャッシュ・フローの改善と一層

の収益向上に努めてまいります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影

響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。 

(1) 海外情勢の変動リスク 

当社グループの燃料事業の石炭販売は、その仕入を豪州・インドネシアをはじめとする諸外国に

100％依存しております。また、安定供給を目的として供給元への投資等による対応を図っておりま

す。当該諸外国における政治または経済環境の大きな変化、あるいは法律等の変更など予期せぬ事象

により、生産・販売活動等に支障が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

(2) 為替レートの変動リスク 

豪州の炭鉱に投資を行っております海外連結子会社の石炭販売の決済は、アメリカドルで行われ、

豪州の連結子会社において豪州ドルへの転換が行われております。これらは、為替予約によりリスク

ヘッジを行っておりますが、これにより当該リスクを完全に回避出来る保証はありません。豪州ドル

が急激に上昇した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループの海外連結子会社における売上・費用・資産を含む現地通貨建ての項目は、換算

時の為替レートの変動により円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 

(3) 与信管理リスク 

商社における重要な機能として取引先に対しての与信供与があり、当社グループも多数の取引先、

売上債権を有しております。これらに対し、債権管理体制の向上、不良債権の発生防止のため「与信

管理規定」を作成し、与信管理を行っております。しかしながら、取引先の倒産等により貸倒損失が

発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 金利変動リスク 

当社グループは、有利子負債残高の圧縮を行っているところですが、予測不能な金利上昇によるコ

スト増を事業活動において吸収できない場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 株式譲渡契約 

当社は、平成17年12月２日の取締役会で、光コンポーネント事業を分社化し松島光コンポーネント

㈱を設立することを決議し、平成18年２月１日会社分割を行いました。さらに、平成18年３月24日の

取締役会で松島光コンポーネント㈱の全株式2,000株を旭硝子㈱に4,850百万円で譲渡することを決議

し、３月31日付で譲渡いたしました。なお、株式譲渡に伴い、松島光コンポーネント㈱の従業員163

名(派遣社員を除く)が同日付で旭硝子㈱グループに移籍いたしました。 

(2) じん肺訴訟和解 

当社は、平成18年３月20日付で全訴訟の原告団、準提訴事件の請求団及びそれらの弁護団との間

で、和解により全面解決することで合意に達し、当該合意に基づき、同日、全訴訟及び準提訴事件を

各裁判所で和解により解決しました。和解の内容は以下のとおりであります。 

①当社らは、全訴訟及び準提訴事件の原告ら総計264名に対し、総額として3,010百万円の和解金を支

払う。但し、三井松島じん肺第１・２陣長崎訴訟の第一審判決に付された仮執行宣言に基づき既に支

払った943百万円は、当該和解金の一部に充当する。 

②三井松島じん肺第１・２陣長崎訴訟は福岡高等裁判所において、その他の３訴訟・１事件は福岡地

方裁判所において、いずれも平成18年３月20日、裁判上の和解を行う。 

  



６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判

断したものであります。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づ

き作成されておりますが、この連結財務諸表の作成にあたっては、経営者により、一定の会計基準の

範囲内で見積もられている部分があり、資産・負債の報告数値、報告期間における収入・費用の報告

数値に反映されております。これらの見積もりにつきましては、継続して評価を行い、必要に応じて

見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらと異なる場合が

あります。 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当社グループの当連結会計年度の売上高につきましては57,015百万円と前年同期比254百万円

(0.4%)の減収、営業利益は1,878百万円と前年同期比435百万円(18.8%)の減益、経常利益は1,408百万

円と前年同期比250百万円(15.1%)の減益、当期純利益は252百万円と前年同期比513百万円(67.1%)の

減益となりました。 

①売上高 

 事業別の売上高につきましては、前述の第２「事業の状況」に記載のとおりであります。 

②営業利益 

 事業別の営業利益につきましては、前述の第２「事業の状況」に記載のとおりであります。 

③営業外損益 

営業外損益につきましては、前連結会計年度の654百万円の費用から当連結会計年度は469百万円

の費用となり、前年同期比184百万円の費用が減少となりました。受取利息・受取配当金から支払

利息を差し引いた純額は、前連結会計年度の450百万円の費用に比べ95百万円減少し355百万円の費

用計上となりました。この主なものは、受取配当金の増加によるものであります。為替差損益は、

前連結会計年度の137百万円の費用に対し、当連結会計年度は52百万円の収益を計上しておりま

す。その他は、前連結会計年度の65百万円の費用に比べ101百万円増加し当連結会計年度は167百万

円の費用計上となりました。この主なものは、社債発行費の償却費増加によるものであります。 

④特別損益 

特別損益につきましては、前連結会計年度の787百万円の損失から当連結会計年度は903百万円の

損失となり、前年同期比116百万円の損失が増加となりました。当連結会計年度の特別利益は、関

係会社株式売却益3,579百万円、投資有価証券売却益419百万円を計上いたしましたが、特別損失に

おいて、減損損失3,157百万円、訴訟関連損失1,505百万円を計上したこと等によるものでありま

す。 

⑤当期純利益 

以上の結果、税金等調整前当期純利益は504百万円となり、法人税、住民税及び事業税、法人税

等調整額を差し引き、少数株主損失を加えた当期純利益は252百万円と前年同期比513百万円の減益

となりました。 

この結果、１株当たり当期純利益は、前連結会計年度の11.51円から3.35円になりました。 
    



(3) 当連結会計年度の財政状態の分析 

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び有利子負債の圧縮等、健全

な貸借対照表の維持を財務方針として取り組んでおります。 

当連結会計年度末の総資産は49,813百万円と前年同期比40百万円(0.1%)の増加となり、うち流動資

産は22,128百万円と前年同期比2,659百万円(13.6％)の増加、固定資産は27,647百万円と前年同期比

2,640百万円(8.7％)の減少となりました。 

流動資産が増加した主な理由は、現金及び預金であり、訴訟関連損失の支払がありましたものの、

連結子会社松島光コンポーネント㈱の全株式の譲渡及び転換社債型新株予約権付社債の発行による現

金及び預金の増加等によるものであります。 

 固定資産が減少した主な理由は、有形固定資産が21,023百万円と前年同期比4,084百万円(16.2％)

の大幅な減少となったことであり、この主な要因は、減損損失を計上したこと及び連結子会社松島光

コンポーネント㈱の期末連結除外を行ったことによる減少であります。一方、増加要因としては、投

資有価証券が5,525百万円と前年同期比1,686百万円(43.9％)の増加となっており、この主な要因は、

海外連結子会社が株式を取得したことによるものであります。 

当連結会計年度末の負債の合計は41,679百万円と前年同期比3,272百万円(7.2％)の減少となり、う

ち流動負債は18,971百万円と前年同期比1,583百万円(7.7％)減少、固定負債は22,707百万円と前年同

期比1,688百万円(6.9％)の減少となりました。この主な要因は、前連結会計年度末に計上しておりま

した訴訟損失引当金1,700百万円を訴訟の全面解決により全額取り崩したことによるものでありま

す。 

 有利子負債(短期借入金、1年以内償還社債、社債、長期借入金の合計額)は、29,355百万円と前年

同期比2,436百万円(7.6％)の減少となりました。なお、短期借入金は480百万円(5.2％)の減少、社債

は1,160百万円(32.2％)の減少、長期借入金は796百万円(4.1％)の減少となりました。 

 当連結会計年度末の資本の合計は8,116百万円と前年同期比3,321百万円(69.2％)の増加となりまし

た。この主な要因は、土地再評価差額金は947百万円減少となりましたが、転換社債型新株予約権付

社債の行使に伴う資本金及び資本準備金への組入額が2,999百万円、当期純利益の計上による利益剰

余金が923百万円、その他有価証券評価差額金が197百万円、為替換算調整勘定が149百万円増加した

ことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の9.6％から16.3％となり、1株当たり純資産額は前

連結会計年度末の72.12円から98.35円になりました。 

  

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析 

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、前述の４「事業等のリスク」

に記載のとおりであります。 

  

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

キャッシュ・フローにつきましては、前述の第２「事業の状況」１「業績等の概要」(2)「キャッ

シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 

  



(6) 経営戦略の現状と見通し 

当社グループとしては、「経営資源の選択と集中」を基本方針に「スピードをもった経営」を実践

し収益力の向上を図っております。コア事業であります「燃料事業」につきましては、中国を始めア

ジア諸国の石炭需要が拡大している中、豪州での炭鉱経営に加えインドネシアでの新規炭鉱開発を行

い更なる石炭取扱量の増加と共に収益力の強化を図ってまいります。また、「建機材事業」につきま

しては、徹底した与信管理の下、積極的販売体制の強化を行うとともに、市場変化に対応した独自商

品の開拓を行い収益力の向上を図ってまいります。また、「不動産事業」につきましては、長年に亘

り蓄積された豊富な保有資産の有効活用を第一におき、空室率低下、管理コストの低減はもとより、

将来を見据えアセットマネジメント事業への取り組みを構築してまいります。また、「スーパー事

業」につきましては、「経営資源の選択と集中」という基本方針から、長崎地区に集約いたしました

が、更に地域住民の皆様のニーズに即応する顧客第一主義に徹し、次の展開を図ってまいります。ま

た、当社グループの事業を基盤に新たな事業へ積極的に取り組みながら収益力の強化に努めてまいり

ます。 

  

(7) 経営者の問題意識と今後の方針について 

当社グループを取り巻く各事業部門の経営環境は夫々異なっており、当社グループの経営陣は、各

事業部門の事業環境及び入手可能な情報に基づき、夫々の観点・視点から各事業部門への影響等を検

討し、最善の経営方針の立案をし実施するよう努めております。 

 当社グループのコア事業であります「燃料事業」におきましては、当事業部が取り扱う石炭は今後

ますます世界的規模で必要とされるエネルギー資源であり、当社が保有しています豪州及びインドネ

シア炭鉱をはじめカナダ・中国からの石炭輸入を積極的に進めてまいります。また、当社グループが

有する長年に亘り蓄積された炭鉱操業の技術・経営のノウハウを駆使し、現在操業中の豪州及びイン

ドネシア炭鉱を更に拡充させるため、積極的に経営資源を投入し事業の拡大を図ってまいります。ま

た、為替動向の変化にも注視し、的確な為替政策を行ってまいります。「建機材事業」におきまして

は、依然として建設業界は厳しい状況にありますが、与信管理を徹底し収益性の高い商品の開拓に努

めてまいります。 

 今後は本業の収益力の更なる増強を図り企業価値を高めると共に、新規事業等による新たな収益基

盤の確立も視野に入れつつ、引き続き有利子負債の更なる圧縮等、財務体質の強化を図ってまいりま

す。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

 当社グループは、燃料事業、光コンポーネント事業、建機材事業、不動産事業、スーパー事業及びそ

の他事業の６事業から構成されており、当連結会計年度は全体で277百万円の設備投資を実施しており

ます。 

 燃料事業におきましては、127百万円の設備投資を実施しており、その主なものは海外子会社におけ

る機械装置等の設備投資であります。 

 光コンポーネント事業におきましては、64百万円の設備投資を実施しており、その主なものはレンズ

製造設備及びレンズ工場設備であります。 

 不動産事業におきましては、41百万円の設備投資を実施しており、その主なものは賃貸ビルの改修等

の設備投資であります。 

 所要資金は主に自己資金を充当しております。 

 また、当連結会計年度において、光コンポーネント事業の連結子会社松島光コンポーネント㈱の全株

を売却したことにより、同社の全資産（建物及び構築物200百万円、機械装置433百万円、その他償却資

産23百万円）が連結除外となりました。 
  

２ 【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 
  
(1) 提出会社 

(平成18年３月31日現在) 

 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)土地

(面積㎡)
建物及び
構築物

機械装置
及び 
運搬具

その他 合計

船舶(１隻) 燃料事業
5,520 D/W
(載貨重量トン
数)

― ― 182 0 183 17

須崎・箱崎倉庫 
(福岡市中央区・東区)

燃料事業
9,954㎡ 
(専用床面積)

1,120
(8,349)

86 0 0 1,208
4
〔1〕

スーパー大島店 
(長崎県西海市) 
(注4)

スーパー事業
2,212㎡ 
(売場面積)

182
(4,254)
[3,628]

304 0 21 509
15
〔48〕

大手門パインビル 
(福岡市中央区)

燃料事業 
建機材事業 
不動産事業 
全社共通

12室 
(賃貸ビル・一部
を自社及び関係
会社事務所とし
て使用)

1,247 
(1,781)

690 ― 11 1,949
27
〔4〕

室町パインビル 
(東京都中央区)

不動産事業
９室 
(賃貸ビル)

629
(154)

21 ― 3 653 ―

賃貸マンション

(埼玉県川口市) 不動産事業
59戸 
(内貸店舗１戸)

435
(1,292)

684 11 2 1,133 ―

(埼玉県さいたま市) 不動産事業
87戸 
(内貸事務所１
戸)

620
(1,364)

878 6 4 1,510 ―

(東京都中野区) 不動産事業 14戸
380
(585)

142 ― 0 523 ―

貸店舗・駐車場 
(福岡市博多区)

不動産事業
貸店舗156㎡ 
収容台数57台

631
(902)

48 ― 0 680 ―



(2) 国内子会社 
(平成18年３月31日現在) 

 
  

(3) 在外子会社 
(平成18年３月31日現在) 

 
(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりませ

ん。 

２ 従業員数には、連結子会社の人員を含めて表示しております。 

３ 従業員数の〔 〕は、臨時従業員を外書きしております。 

４ 土地及び建物の一部を賃借しております。賃借している土地の面積については、［ ］で外書きしてりま

す。 

なお、スーパー大島店の土地は、連結子会社松島炭鉱㈱より賃借しております。同社における当該土地の簿

価は154百万円であります。 

５ 各数値は、ジョイントベンチャーの帳簿価額及び従業員数に同社の持分比率(32.5％)を乗じて算出しており

ます。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)土地

(面積㎡)
建物及び
構築物

機械装置
及び 
運搬具

その他 合計

株式会社
松島電機製作所

佐世保・大島・ 
池島工場 
(長崎県佐世保
市・西海市・長
崎市)

建機材事業
電気・機械器
具類の製造

51  
(13,625)

33 23 8 116
37
〔28〕

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)土地

(面積㎡)
建物及び
構築物

機械装置
及び 
運搬具

その他 合計

MITSUI 
MATSUSHIMA 
AUSTRALIA 
PTY.LTD. 
(注5)

リデル炭鉱 
(オーストラリア)

燃料事業 石炭採掘
265

(1,149,623)
―  433  ―  698  11



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) 資本金及び資本準備金の増加額は、新株予約権の行使による増加であります。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

種類
事業年度末現在発行数(株) 
(平成18年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成18年６月29日)

上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名

内容

普通株式 82,538,203 82,538,203
東京証券取引所
(市場第一部) 
福岡証券取引所

―

計 82,538,203 82,538,203 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日

16,044 82,538 1,499 4,824 1,499 2,472



(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式12,985株は「個人その他」に12単元、「単元未満株式の状況」に985株含まれております。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が７単元含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 483千株 
  
  

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 41 48 93 38 1 9,529 9,750 ―

所有株式数 
(単元)

― 20,432 9,169 5,425 6,002 1 41,403 82,432 106,203

所有株式数 
の割合(％)

― 24.79 11.12 6.58 7.28 0.00 50.23 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 5,007 6.07

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 3,980 4.82

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 3,318 4.02

株式会社親和銀行 長崎県佐世保市島瀬町１０－１２ 3,268 3.96

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 2,583 3.13

和田 栄一 兵庫県伊丹市 1,830 2.22

九州電力株式会社 福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 1,500 1.82

ドイチェバンクアーゲーロンド
ンピービーノントリティー 
クライアンツ６１３ 
（常任代理人 ドイツ証券株式
会社）

WINCHESTER HOUSE １ GREAT
WINCHESTER STREET LONDON EC２N ２DB, UK 
 
(東京都千代田区永田町２－１１－１) 
 

1,421 1.72

モルガンスタンレーアンドカン
パニーインターナショナルリミ
テッド 
（常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券会社東京支店）

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, 
LONDON E14 ４QA ENGLAND 
 
(東京都渋谷区恵比寿４－２０－３) 
 

1,270 1.54

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３－１－１ 1,200 1.45

計 ― 25,378 30.75



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権７個)含

まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式985株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

 
  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

  

区 分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内 容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式      12,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  82,420,000 82,420 ―

単元未満株式 普通株式     106,203 ― ―

発行済株式総数 82,538,203 ― ―

総株主の議決権 ― 82,420 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式 
数の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
三井松島産業株式会社

福岡市中央区大手門 
１－１－１２

12,000 ― 12,000 0.01

計 ― 12,000 ― 12,000 0.01



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状

況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

 当社は、将来の企業体質の健全化と強化を考慮し、内部留保を充実させると共に、安定した配当を行

なうことを基本方針としております。 

 なお、近い将来の復配を目指し、今後、より一層の収益力の向上に努め、経営基盤の充実に全力を挙

げてまいる所存であります。 

  

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

回次 第146期 第147期 第148期 第149期 第150期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

最高(円) 248 176 216 316 282

最低(円) 69 49 99 124 185

月別
平成17年 
10月

11月 12月
平成18年
１月

２月 ３月

最高(円) 238 242 282 276 252 227

最低(円) 211 219 224 220 185 195



５ 【役員の状況】 

  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)

代表取締役 
社長

社長執行役員
営業部門統括
コンプライアンス

委員長 
経営企画委員長

米 澤 祥一郎 昭和15年12月４日生

昭和39年４月 東京貿易㈱入社

13

平成元年４月 同社鉄鋼・原料本部本部長補佐

平成７年６月 当社用務嘱託 燃料部長

平成８年６月 当社入社 

平成11年４月 当社理事・燃料部長

平成11年６月 当社取締役

平成13年４月 当社常務取締役

平成14年６月 MITSUI MATSUSHIMA  
INTERNATIONAL PTY.LTD. 
代表取締役社長(現)

平成15年３月 当社代表取締役常務取締役

平成15年４月 当社代表取締役社長(現)

平成15年６月 当社社長執行役員(現)

平成16年６月 当社コンプライアンス委員長(現)

平成16年11月 当社営業部門統括(現)

平成18年６月 当社経営企画委員長(現)

代表取締役
副社長執行役員 
社長補佐 
管理部門統括

田 代   勉 昭和14年８月14日生

昭和38年４月 当社入社

20

平成３年６月 当社経理部長

平成５年６月 当社取締役

平成８年10月 当社常務取締役

平成10年４月 当社代表取締役常務取締役

平成12年５月 松島炭鉱㈱取締役社長(現)

平成14年６月 当社取締役

平成15年６月 当社副社長執行役員・ 
管理部門統括(現)

平成16年６月 当社社長補佐(現) 
㈱大島商事取締役社長

平成17年６月 ㈱松島電機製作所取締役社長(現)

平成17年10月 当社代表取締役(現)

取締役

常務執行役員 
経営企画室担当 
管理部門 
統括補佐

串 間 新一郎 昭和26年６月４日生

昭和50年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入

行

―

平成７年２月 同行国際企画部詰 

インドネシアさくら銀行副社長

平成11年10月 同行鹿児島支店長

平成13年10月 同行本店上席調査役

平成13年12月 ㈱イヨクニ取締役

平成14年10月 

 

㈱ベルデ九州  

管理本部審査・リスク管理部長

平成16年４月 同社取締役管理本部長

平成17年６月 当社入社 顧問

平成17年６月 当社取締役常務執行役員(現)  
経営企画担当  
管理部門統括補佐(現)

平成18年６月 当社経営企画室担当(現)

取締役 竹 若 弘 一 昭和10年９月15日生

昭和34年４月 電源開発㈱入社

―

平成２年６月 同社燃料部長

平成５年６月 同社審議役

平成６年６月 同社監査役

平成10年６月 ＥＰＤＣマリーン㈱専務取締役

平成11年６月 

 

 

㈱電発コール・テック アンド 

マリーン(現㈱ジェイペック) 

代表取締役社長

平成14年６月 同社相談役

平成16年３月 同社相談役 退任

平成16年６月 当社取締役(現)



 
(注) １ 取締役 竹若弘一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役 松尾正剛及び長門博之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 当社では、平成13年４月１日より執行役員制度を導入しているが、各事業部門の収益を重視した運営体制を

強化し、また業務執行の円滑化を図るため、平成15年６月27日付で新たに取締役が執行役員も兼務する体制

をとっております。 

  平成18年６月29日現在、９名で構成されており、取締役の兼務を除く執行役員は下記の通りであります。 

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)

監査役 中 野 正 治 昭和10年１月３日生

昭和34年４月 日綿実業㈱(現双日㈱)入社

─

昭和58年９月 同社東京本社石炭部長

平成４年１月 当社入社 東京支社燃料部長

平成５年６月 当社取締役

平成８年10月 当社常務取締役

平成10年４月 当社代表取締役常務取締役

平成11年４月 当社取締役

平成11年６月 当社常勤監査役

平成12年６月 当社常勤監査役 退任

平成16年６月 当社常勤監査役(現)

監査役 松 尾 正 剛 昭和26年６月18日生

昭和49年４月 ㈱親和銀行入行

─

平成12年２月 同行福岡支店長

平成13年６月 同行取締役 

福岡地区本部長兼福岡支店長委嘱

平成15年６月 同行常務取締役（現）  

同行長崎地区本部長委嘱

平成17年６月 同行福岡地区本部長委嘱（現）

平成18年６月 当社監査役（現）

監査役 長 門 博 之 昭和26年７月29日生

昭和56年４月 弁護士登録

―昭和61年４月 長門博之法律事務所設立(現)

平成14年６月 当社監査役(現)

計 33

専務執行役員
東京支社長 

不動産事業部担当・コンプライアンス担当
長 谷 川  忠

常務執行役員 建機材事業部長 山 内 康 男

常務執行役員 財務部・経理部担当 岩 崎   均

常務執行役員 燃料・エネルギー事業部長 柴 崎 則 之

執行役員 船舶・倉庫部長 木 田   優

執行役員 経理部長 髙 田 義 雄



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、グループ経営の強化による企業価値の増大を実

現することが、株主各位の付託に応える企業経営の基本であると考えております。また、企業倫理とコ

ンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の重要な課題の一つとし

て位置付けており、コーポレート・ガバナンスの確立を図るため、取締役、全社員を含めた者を対象と

する行動規範として「三井松島行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定しておりま

す。これらの精神に則り、法令や社内規則を遵守した企業活動を行ってまいりますことが、株主の皆様

をはじめ、取引先、社員及び地域社会等の各ステークホルダーの方々との揺るぎない信頼を得られると

ともに、企業価値を高める一つであると認識しております。 

 そのためには、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の組織はもとより、コンプライアンス

委員会並びに内部監査室の一層強化・改善・整備を行い、さらに、個々人のコンプライアンス意識を高

めるための研修・教育を徹底し、総合的にコーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう努めてまいり

ます。 

また、株主及び投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を高め

ていく方針であります。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

  
① 取締役４名（うち１名は社外取締役）、監査役３名（うち２名は社外監査役）と執行役員９名

（うち３名は取締役が兼務）による経営体制をとっております。 

 なお、社外取締役、社外監査役ともに、人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在して

おりません。 

  

② 経営に関する重要事項は、年８回開催する定例取締役会のほか、必要に応じて開催する臨時取締

役会においてその意思決定を行い、重要事項の事前検討及び重要事項以外の方針決定については、

執行役員で構成する経営会議で行っております。 

 なお、平成18年３月期は、18回の取締役会を開催しております。 

  

③ 当社の内部統制システムは、社長直属の経営諮問委員会（アドバイザリー・ボード）、コンプラ

イアンス委員会を設置しており、また、内部監査室(４名)による内部監査を実施することとしてお

ります。 

 経営諮問委員会・コンプライアンス委員会による法令遵守の徹底や内部監査規程に基づく内部監

査の計画的な実施により、各事業部の業務上における不測の事態の発生を未然に防ぐとともに、業

務改善と経営効率の向上を目指しております。 

 また、国内外の子会社についても、当社取締役の兼務等により当社と同様の経営者認識に基づ

き、内部統制システムの構築を行っております。 

  

④ 監査役は、会計監査人との意見交換並びに情報の聴取等を年２回以上行っており、また、内部監

査室とは月１回以上の情報交換を行っております。 

  

⑤ 法令・規則上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士等に随時アドバイスを受けております。

さらに、会計監査人には中間、期末に偏ることなく、期中についても監査を受けているほか、会計

監査を通じて、業務運営上の改善に繋がる提案を受けております。 

 なお、顧問弁護士、会計監査人ともに、人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在して

おりません。 

  



⑥当社の内部統制システム模式図は以下のとおりであります。 

 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

 当社では、各事業及び経営上の多様化・複雑化しているリスクを的確に把握し管理するためにコン

プライアンス委員会及び内部監査室を設置しており、各事業部長及び部門長に対して支援・指導を行

い、リスク管理体制の整備に努めております。  

  

(3) 役員報酬の内容 

  

 
(注) 当期中の株主総会決議に基づく役員退職慰労金 

退任取締役  ５名 103百万円 

退任監査役   １名  5百万円 

  

(4) 監査報酬の内容 
  
 当社の中央青山監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務

に基づく当事業年度の監査報酬額は28百万円であります。 

 なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  

(5) 会計監査の状況 
  
① 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名 

   丸 林 信 幸（中央青山監査法人） 

   藤 田 和 子（中央青山監査法人） 

② 監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士  ５名 

   その他    11名 

区  分 人員(名) 支給額(百万円) 摘  要

社内取締役 ４ 37 株主総会決議(昭和62年６月26日)による報酬限度額

社外取締役 １ 6 取締役 月額17百万円以内

社内監査役 １ 9 株主総会決議(平成６年６月29日)による報酬限度額

社外監査役 ２ 7 監査役 月額４百万円以内

計 ８ 61



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第

５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５

号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月

31日まで)及び当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表並びに前事

業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)の財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 6,287 9,106

 ２ 受取手形及び売掛金 10,401 9,799

 ３ 有価証券 ※２ ― 15

 ４ たな卸資産 671 447

 ５ 繰延税金資産 43 46

 ６ その他 2,314 2,833

   貸倒引当金 △249 △119

    流動資産合計 19,469 39.1 22,128 44.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※２ 12,730 11,110

   減価償却累計額 △7,884 4,845 △7,452 3,658

  (2) 機械装置及び運搬具 ※２ 14,777 13,158

   減価償却累計額 △12,609 2,168 △12,384 774

  (3) 土地
※１ 
 ２

17,912 16,481

  (4) その他 ※２ 1,314 937

   減価償却累計額 △1,132 181 △827 110

   有形固定資産合計 25,108 50.5 21,023 42.2

 ２ 無形固定資産 751 1.5 703 1.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券
※２ 
 ３ 

3,838 5,525

  (2) 長期貸付金 75 71

  (3) 繰延税金資産 144 98

  (4) その他 870 786

   貸倒引当金 △501 △562

    投資その他の資産合計 4,428 8.9 5,920 11.9

    固定資産合計 30,288 60.9 27,647 55.5

Ⅲ 繰延資産

  社債発行費 14 36

    繰延資産合計 14 0.0 36 0.1

    資産合計 49,772 100.0 49,813 100.0



 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び買掛金 7,529 7,391

２ 短期借入金 ※２ 9,177 8,696

３ １年以内償還社債 ※２ 2,400 240

４ 未払法人税等 274 433

５ 賞与引当金 84 55

６ その他 1,089 2,154

 流動負債合計 20,555 41.3 18,971 38.1

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※２ 1,200 2,200

２ 長期借入金 ※２ 19,014 18,218

３ 再評価に係る
繰延税金負債

※１ 388 180

４ 繰延税金負債 414 506

５ 退職給付引当金 957 880

６ 特別修繕引当金 6 9

７ 国内炭事業整理損失 
  引当金

238 182

８ 訴訟損失引当金 1,700 ―

９ その他 475 529

 固定負債合計 24,395 49.0 22,707 45.6

 負債合計 44,951 90.3 41,679 83.7

(少数株主持分)

 少数株主持分 26 0.1 16 0.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※６ 3,324 6.7 4,824 9.7

Ⅱ 資本剰余金 972 1.9 2,472 5.0

Ⅲ 利益剰余金 △681 △1.4 241 0.5

Ⅳ 土地再評価差額金 ※１ 572 1.1 △374 △0.8

Ⅴ その他有価証券評価差額金 678 1.4 876 1.7

Ⅵ 為替換算調整勘定 △70 △0.1 79 0.2

Ⅶ 自己株式 ※７ △1 △0.0 △2 △0.0

資本合計 4,795 9.6 8,116 16.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計

49,772 100.0 49,813 100.0



② 【連結損益計算書】 
  

   

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 57,270 100.0 57,015 100.0
Ⅱ 売上原価 52,026 90.8 52,231 91.6
  売上総利益 5,244 9.2 4,784 8.4
Ⅲ 販売費及び一般管理費
 １ 建材配送運賃・口銭 182 112
 ２ 広告宣伝費 52 47
 ３ 人件費 1,114 1,200
 ４ 賞与引当金繰入額 24 23
 ５ 退職給付費用 74 69
 ６ 福利厚生費 208 202
 ７ 減価償却費 92 91
 ８ その他 1,179 2,930 5.1 1,158 2,905 5.1
  営業利益 2,313 4.1 1,878 3.3
Ⅳ 営業外収益
 １ 受取利息 94 80
 ２ 受取配当金 15 106
 ３ 為替差益 ― 52
 ４ 持分法による投資利益 1 1
 ５ その他 68 179 0.3 43 284 0.5
Ⅴ 営業外費用
 １ 支払利息 560 542
 ２ 為替差損 137 ―
 ３ その他 135 834 1.5 212 754 1.3
   経常利益 1,658 2.9 1,408 2.5
Ⅵ 特別利益
 １ 固定資産売却益 ※１ 215 3
 ２ 投資有価証券売却益 935 419
 ３ 関係会社株式売却益 ― 3,579
 ４ 内航船舶解撤交付金 4 ―
 ５ 貸倒引当金戻入益 60 62
 ６ 事業譲渡益 ― 1,216 2.1 64 4,129 7.2
Ⅶ 特別損失
 １ 固定資産売却損 ※２ ― 2
 ２ 固定資産除却損 ※３ 1 44
 ３ 投資有価証券評価損 11 ―

 ４ 関係会社株式売却損 3 ―

 ５ 退職給付会計基準変更 
   時差異償却

148 ―

 ６ 訴訟損失引当金繰入額 1,700 ―
 ７ 減損損失 ※４ ― 3,157
 ８ 技術特許使用料 ― 102
 ９ 事業整理損 ― 30
 10 訴訟関連損失 ― 1,505
 11 役員退職慰労金 80 151
 12 特別退職金 6 8
 13 退職給付費用 ― 22
 14 工事補償損失 36 ―
 15 災害損失 15 3
 16 社債買入消却損 ― 2,003 3.5 4 5,032 8.8
  税金等調整前当期純利益 871 1.5 504 0.9

  法人税、住民税及び事業税 349 686

  法人税等調整額 △225 123 0.2 △422 263 0.5
  少数株主損失 18 0.0 11 0.0
  当期純利益 765 1.3 252 0.4



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 972 972

Ⅱ 資本剰余金増加高

  新株予約権の行使による 
  増加

― ― 1,499 1,499

Ⅲ 資本剰余金期末残高 972 2,472

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △1,522 △681

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 765 252

 ２ 土地再評価差額金取崩
 に伴う利益剰余金増加額

74 840 688 940

Ⅲ 利益剰余金減少高

  オーストラリア会計基準 
  変更による剰余金減少高 

― ― 17 17

Ⅲ 利益剰余金期末残高 △681 241



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 871 504

   減価償却費 631 605
   減損損失 ― 3,157

   貸倒引当金の増減額(減少:△) △60 △62

   賞与引当金の増減額(減少:△) 15 △0

   退職給付引当金の増減額(減少：△) 73 △14

   国内炭事業整理損失引当金 
   の増減額(減少：△)

△27 △55

   訴訟損失引当金の増減額(減少:△) 1,700 ―

   その他引当金の増減額(減少：△) 3 3

   受取利息及び受取配当金 △109 △186

   支払利息 560 542

   為替差損益(差益：△) 46 △19

   持分法による投資損益(利益：△) △1 △1

   投資有価証券売却損益(利益：△) △932 △419

   関係会社株式売却損益(利益：△) ― △3,579

   事業譲渡損益（益：△） ― △ 64

   投資有価証券評価損 11 ―

   有形及び無形固定資産売却損益
(利益：△)

△215 △0

   有形及び無形固定資産除却損 1 44

   内航船舶解撤交付金 △4 ―

   役員退職慰労金 80 151

   特別退職金 6 8

   工事補償損失 36 ―

   災害損失 15 3

   訴訟関連損失 ― 1,505 

   退職給付費用 ― 22 

   事業整理損 ― 30 

   技術特許使用料 ― 102 

   社債買入消却損 ― 4 

   売上債権の増減額(増加：△) 5,498 △24

   たな卸資産の増減額(増加：△) 902 △265

   仕入債務の増減額(減少：△) △3,391 345

   その他 △472 25
    小計 5,238 2,360

   利息及び配当金の受取額 114 187

   利息の支払額 △509 △480

   内航船舶解撤交付金の受取額 4 ―

   役員退職慰労金の支払額 △30 △173

   特別退職金の支払額 △6 ―

   工事補償損失の支払額 △36 ―

   災害損失の支払額 △1 △16

   訴訟関連損失の支払額 ― △2,090

   事業整理損の支払額 ― △28

   技術特許使用料の支払額 ― △102

   社債買入消却損の支払額 ― △4

   法人税等の支払額 △398 △537

   営業活動によるキャッシュ・フロー 4,374 △885



  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形及び無形固定資産の取得による支出 △960 △275

   有形及び無形固定資産の売却による収入 1,058 264

   投資有価証券の取得による支出 △720 △1,584

   投資有価証券の売却による収入 762 745

   貸付けによる支出 △124 △356

   貸付金の回収による収入 348 63

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入

6 3,599

   事業譲渡による収入 ― 131

   その他投資の回収による収入 75 111

   その他 △83 △176

   投資活動によるキャッシュ・フロー 363 2,523

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 5,060 7,714

   短期借入金の返済による支出 △5,635 △7,708

   長期借入れによる収入 3,670 4,185

   長期借入金の返済による支出 △5,676 △5,514

   社債の発行による収入 982 4,156

   社債の償還による支出 △1,580 △2,400

   配当金の支払額 △0 ―

   その他 △0 △0

   財務活動によるキャッシュ・フロー △3,180 432

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 80

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 1,530 2,150

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,478 6,009

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 6,009 8,160



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数 13社

   主要な連結子会社名は、「第１企業の概況 ４関

係会社の状況」に記載しているため、省略してい

る。

   なお、当連結会計年度において、三信採石株式会

社は、株式売却(平成16年12月24日付)により連結子

会社から除外している。

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数 13社

   主要な連結子会社名は、「第１企業の概況 ４関

係会社の状況」に記載しているため、省略しており

ます。

   なお、当連結会計年度において、当社の会社分割

(平成18年２月１日付)により設立した連結子会社松

島光コンポーネント株式会社は、株式売却(平成18

年３月31日付)により連結子会社から除外しており

ます。

 (2) 主要な非連結子会社名 

   該当なし。

 (2) 主要な非連結子会社名 

    該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

   持分法適用の関連会社数 ２社

   主要な会社は、大島鋼板加工株式会社である。

２ 持分法の適用に関する事項

   持分法適用の関連会社数 ２社

   主要な会社は、大島鋼板加工株式会社でありま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社のうち、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA 

PTY.  LTD.、MITSUI  MATSUSHIMA  CANADA  LTD.、

AUSTRALIAN AUGER  MINING  PTY.LTD.  並びにMITSUI 

MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.の決算日は平成

16年12月31日である。なお、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必要な調整を行ってい

る。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社のうち、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA 

PTY.  LTD.、MITSUI  MATSUSHIMA  CANADA  LTD.、

AUSTRALIAN AUGER  MINING  PTY.LTD.  並びにMITSUI 

MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.の決算日は平成

17年12月31日であります。なお、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っ

ております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

     …決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部資本直入法により処理

し、売却原価は総平均法により算定）

     時価のないもの

     …総平均法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

     …同左

     時価のないもの

     …同左

  ② デリバティブ……時価法   ② デリバティブ……同左

  ③ たな卸資産

    販売用不動産、買入炭

       ……個別法による原価法

    商品………主として売価還元原価法

    製品………主として総平均法による原価法

    原材料、仕掛品、貯蔵品

       ……移動平均法による原価法

  ③ たな卸資産

    販売用不動産、買入炭

       ……同左

    商品………同左

    製品………同左

    原材料、仕掛品、貯蔵品

       ……同左



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産

    建物(建物附属設備を除く)については、主とし

て定額法による。なお、連結子会社の保有する機

械装置及び器具備品の一部については、定額法に

よる。その他の有形固定資産については、主とし

て定率法による。

    なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

     建物及び構築物    ３～50年

     機械装置及び運搬具  ３～17年
 
 
 
   無形固定資産

    定額法を採用している。

    なお、自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用している。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産

   建物(建物附属設備を除く)については、主とし

て定額法によっております。なお、連結子会社の

保有する機械装置及び器具備品の一部について

は、定額法によっております。その他の有形固定

資産については、主として定率法によっておりま

す。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

     建物及び構築物    ３～50年

     機械装置及び運搬具  ３～17年

   無形固定資産

    定額法を採用しております。

    なお、自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   社債発行費

   商法施行規則の規定により最長期間(３年)で毎

期均等額償却 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

   社債発行費

   商法施行規則の規定により最長期間(３年)で毎

期均等額償却 

 なお、第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債については、当連結会計年度において全て転換

しましたので全額費用処理しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

     債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上している。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

  ② 賞与引当金

     従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上している。

  ② 賞与引当金

    従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。

  ③ 退職給付引当金

     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上している。

     会計基準変更時差異については、５年による

按分額を費用処理している。

     数理計算上の差異については、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による按分額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理している。

  ③ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

 数理計算上の差異については、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による按分額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理しております。

――――――― (会計方針の変更) 

 当連結会計年度より「『退職給付に係る会計

基準』の一部改正」(企業会計基準第３号 平

成17年３月16日)及び「『退職給付に係る会計

基準』の一部改正に関する適用指針」(企業会

計基準適用指針第７号 平成17年３月16日)を

適用しております。 

 これによる影響はありません。

  ④ 特別修繕引当金

     船舶の定期修繕に備えるため、将来の修繕見

込額に基づき計上している。

  ④ 特別修繕引当金

    船舶の定期修繕に備えるため、将来の修繕見

込額に基づき計上しております。 



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  ⑤ 国内炭事業整理損失引当金

 国内炭事業撤退に伴い発生する損失に備える

ため、当該事業の整理にかかる損失見込額を計

上している。

 なお、当該引当金は、連結子会社である松島

炭鉱株式会社が経営していた池島炭鉱の閉山

（平成13年11月29日）に伴い計上したものであ

る。

  ⑤ 国内炭事業整理損失引当金

 国内炭事業撤退に伴い発生する損失に備える

ため、当該事業の整理にかかる損失見込額を計

上しております。

 なお、当該引当金は、連結子会社である松島

炭鉱株式会社が経営していた池島炭鉱の閉山

（平成13年11月29日）に伴い計上したものであ

ります。

  ⑥ 訴訟損失引当金

     じん肺訴訟に係り発生する可能性のある損失

に備えるため、長崎地方裁判所及び福岡地方裁

判所で現在係争中の４件のじん肺訴訟(原告ら

元従業員総数123名、損害賠償請求総額4,046百

万円)にかかる損失見込額を計上している。

―――――――

     

 (5) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

     繰延ヘッジ処理を採用している。

     なお、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によっている。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理を採用しております。 

 なお、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ及び金利キャップについては特例処理に

よっております。 

 また、為替予約については時価ヘッジ処理を

採用しております。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

     固定金利又は変動金利の借入金の金利変動リ

スクに対して金利スワップ、金利オプション

(キャップ)取引等をヘッジ手段として用いてい

る。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

    借入金の金利変動リスクを軽減するため、その

一部について変動金利を固定化する金利スワッ

プ、金利キャップ取引をヘッジ手段として用いて

おります。 

  ③ ヘッジ方針

     金利変動リスクヘッジを行うことを目的とし

て、利用範囲や取組方針等について定めた規定

に基づき行っている。

  ③ ヘッジ方針

    金利変動リスクヘッジを行うことを目的とし

て、利用範囲や取組方針等について定めた規定

に基づき行っております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

     ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フロー

とヘッジ手段の間に高い相関性があることを確

認し、有効性の評価としている。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フロー

とヘッジ手段の間に高い相関性があることを確

認し、有効性の評価としております。

 (7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

 (7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっている。

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

   連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用している。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用しております。

６ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

   連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

ては、連結会計年度中に確定した利益処分に基づい

て、いわゆる確定方式により作成している。

６ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

ては、連結会計年度中に確定した利益処分に基づい

て、いわゆる確定方式により作成しております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなる。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなります。



会計処理の変更 
  

 
  

追加情報 

  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

 ―――――――  (固定資産の減損に係る会計基準)

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。

 これにより税金等調整前当期純利益が2,971百万円減

少しております。 

 セグメント情報に与える影響額については、当該箇所

に記載しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しており

ます。

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に

計上している。

 この結果、販売費及び一般管理費が17百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、17

百万円減少している。

―――――――



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
  

 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

 ※１ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土

地の再評価を行っている。

    なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律(平成11年３月

31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として資本の部に計上して

いる。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第

２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定

評価により算出

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末における時価が再

評価後の帳簿価額を下回った差額

… 1,562百万円

 ※１ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土

地の再評価を行っております。

    なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律(平成11年３月

31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として資本の部に計上して

おります。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第

２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定

評価により算出

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末における時価が再

評価後の帳簿価額を下回った差額

… 1,405百万円

 

 

※２ このうち担保に供している資産及び担保付債務は

次のとおりである。

  (1) 社債及び借入金に対する担保差入資産

(財団抵当)

建物及び 

構築物
423 百万円

機械装置及び 

運搬具
816  〃

土地 6,938  〃

その他の 

有形固定資産
8  〃

計 8,186 百万円

担保付債務

長期借入金 10,129 百万円

(その他)

預金 100 百万円

建物及び 

構築物
3,674  〃

機械装置及び 

運搬具
237  〃

土地 8,969  〃

投資有価証券 1,063  〃

計 14,045 百万円

 

 

※２ このうち担保に供している資産及び担保付債務は

次のとおりであります。

  (1) 社債及び借入金に対する担保差入資産

①財団抵当

建物及び
構築物

― 百万円

機械装置及び
運搬具

―  〃

土地 5,695  〃

その他の
有形固定資産

―  〃

計 5,695 百万円

 「建物及び構築物」、「機械装置及び運搬

具」及び「土地」については、固定資産の減損

会計を適用しております。なお、上記の「土

地」のほか鉱業用地1,002百万円についても担

保に供しております。

担保付債務

長期借入金 9,916 百万円

②その他

預金 100 百万円

建物及び 

構築物
3,538  〃

機械装置及び 

運搬具
184  〃

土地 8,969  〃

投資有価証券 1,524  〃

計 14,317 百万円

 

担保付債務

短期借入金 2,301 百万円

１年内償還社債 2,200  〃

社債 1,000  〃

長期借入金 7,264  〃

(一年以内
返済予定額
2,756百万円
含む)

計 12,765 百万円

担保付債務

短期借入金 2,101 百万円

１年内償還社債 40  〃

社債 2,200  〃

長期借入金 8,875  〃

(一年以内
返済予定額
2,452百万円
含む)

計 13,216 百万円



 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

 

  (2) 営業取引等の保証に供している担保差入資産

現金及び預金 214 百万円

投資有価証券 15  〃

計 229 百万円

 
 

  (2) 営業取引等の保証に供している担保差入資産

現金及び預金 159 百万円

有価証券 15  〃

計 174 百万円

 

     対応債務 

       営業保証 

       宅建業保証 

 

     対応債務 

       営業保証 

       宅建業保証 

 

上 記 の 他 に、MITSUI  MATSUSHIMA  AUSTRALIA 

PTY.LTD.による豪州金融機関からの長期借入金10百万

豪州ドルに対して、同社の資産2,796百万円(33百万

A$)及びMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.

が保有する同社株式を担保として差し入れている。

上 記 の 他 に、MITSUI  MATSUSHIMA  AUSTRALIA 

PTY.LTD.による豪州金融機関からの長期借入金９百万

豪州ドルに対して、同社の資産2,626百万円(31百万

A$)及びMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.

が保有する同社株式を担保として差し入れておりま

す。

※３ 関連会社に対するものは、次のとおりである。 

 

投資有価証券(株式) 20百万円

※３ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 21百万円

  ４ 保証債務

   連結会社以外の会社の借入金に対し、下記のとお

り債務保証を行っている。

㈱長崎土建工業所 10百万円

  ４ 保証債務

   連結会社以外の会社の借入金に対し、下記のとお

り債務保証を行っております。

㈱長崎土建工業所 10百万円

  ５ 受取手形裏書譲渡高は９百万円である。   ５ 受取手形裏書譲渡高は８百万円であります。

※６ 当社の発行株式総数は、普通株式66,493,668株で

ある。

※６ 当社の発行株式総数は、普通株式82,538,203株で

あります。

※７ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

   8,766株である。

※７ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

    12,985株であります。



(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。

機械装置及び運搬具 0百万円

土地及び採石設備等 41 〃

石炭鉱区権益
(土地及び無形
固定資産等)

173 〃

計 215百万円

 

 

 

 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 2 〃

計 3百万円

 
 

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1百万円

土地 0 〃

その他有形固定資産 0 〃

計 2百万円

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 34 〃

その他有形固定資産 1 〃

計 44百万円

※４ 減損損失

 当社グループは、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。

用途・場所 種類
金額 

（百万円）

スーパー事業   
「４店舗」（福岡県太
宰府市他）

建物、土地、 
その他、 
無形固定資産 
リース資産

291

建機材、不動産、 
その他の事業  
「研修事業関連設備
等」(長崎県長崎市他)

建物、その他 1,424

建機材、不動産事業
「採石設備」 
(福岡県飯塚市)

建物、土地、 
その他、 
無形固定資産 
リース資産

202

「遊休資産」 
(福岡県福津市他)

建物、土地、 
その他、 
無形固定資産

1,239

計 3,157

(経緯)

「４店舗」については、小売業界の競合激化に
よって収益力が低下したことにより、回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。その内訳は、建物200百
万円、その他(土地他)91百万円であります。 
「研修事業関連設備等」及び「採石設備」につ

いては、事業環境の変化に伴い収益性が低下した
ことにより、また「遊休資産」については、その
将来の用途が定まっていないことから回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。「研修事業関連設備
等」の内訳は、建物356百万円、構築物232百万
円、機械装置805百万円、その他(車両運搬具他)29
百万円であります。「採石設備」の内訳は、土地
170百万円、その他(機械装置他)32百万円でありま
す。 
「遊休資産」の内訳は、建物56百万円、土地

1,158百万円、その他(無形固定資産他)24百万円で
あります。



 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

(グルーピングの方法)

 当社グループは、事業別を基本にグルーピング

を行っております。ただし、スーパー事業につい

ては、店舗別を、不動産事業、建機材事業の一部

及び遊休資産については、それぞれの個別物件別

を基本単位として取り扱っております。

(回収可能価額及び算定方法等)

正味売却価額  

不動産鑑定評価基準

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,287百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△778 〃

取得日より３ヶ月以内に 
償還期限の到来する 
短期貸付金(現先)

499 〃

現金及び現金同等物 6,009百万円

２ 株式の売却により連結除外となった会社の資産及

び負債の主な内訳

三信採石株式会社

            （平成16年12月24日現在）

 流動資産     161百万円

 固定資産      46 〃

 流動負債     120 〃

 固定負債      39 〃
 

 

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 9,106百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金等

△946 〃

現金及び現金同等物 8,160百万円

２ 重要な非資金取引の主な内容

 新株予約権の行使
新株予約権の行使による
資本金増加額

1,499百万円

新株予約権の行使による
資本準備金増加額

1,499 〃

新株予約権の行使による
新株予約権付社債減少額

3,000百万円

３ 株式の売却により連結除外となった会社の資産

及び負債の主な内訳

 松島光コンポーネント株式会社
           （平成18年３月30日現在）

   流動資産    1,250百万円

   固定資産     689 〃

   流動負債     771 〃

   固定負債      62 〃



(リース取引関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

機械装置
及び運搬具
(百万円)

その他 
(工具器具
備品) 
(百万円)

 
 
合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

2,075 98 2,173

減価償却 
累計額相当額

624 63 687

期末残高 
相当額

1,450 35 1,486

機械装置
及び運搬具
(百万円)

その他 
(工具器具
備品) 
(百万円)

 
 
合計 
(百万円)

取得価額
相当額

40 29 70

減価償却
累計額相当額

17 16 34

期末残高
相当額

22 13 35

    なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定している。

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 また、松島光コンポーネント㈱の全株を売却し

たことにより、前連結会計年度末に比べ、リース

物件が減少しております。

 ② 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 296百万円

 １年超 1,189 〃

  合計 1,486百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 14百万円

１年超 21 〃

 合計 35百万円

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定している。

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 209百万円

減価償却費相当額 209 〃

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 305百万円

リース資産減損勘定の
取崩額

5 〃

減価償却費相当額 300 〃

減損損失 5 〃

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっている。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。



(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。なお、当連結会計年度において、その他有価

証券で時価のある株式等について11百万円減損処理を行った。 
   なお、当該株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と帳

簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表による
各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断している。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日) 

その他有価証券 
  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成17年３月31日) 
  

 
  

区分 取得原価(百万円)
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

 ① 株式 931 2,086 1,155

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 931 2,086 1,155

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

 ① 株式 725 684 △41

 ② 債券 15 15 △0

 ③ その他 ― ― ―

小計 741 700 △41

合計 1,672 2,786 1,114

売却額(百万円)
売却益の合計額 
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

1,169 935      0

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 1,031

合計 1,031

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超(百万円)

  (債券)

   国債・ 
   地方債等

― 15 ― ―

合計 ― 15 ― ―



次へ 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 
   なお、当該株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と帳

簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表による
各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日) 

その他有価証券 
  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成18年３月31日) 
  

 
  

区分 取得原価(百万円)
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

 ① 株式 1,555 2,961 1,406

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 1,555 2,961 1,406

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

 ① 株式 ― ― ―

 ② 債券 15 15 △0

 ③ その他 ― ― ―

小計 15 15 △0

合計 1,570 2,976 1,406

売却額(百万円)
売却益の合計額 
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

649 419 ―

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 2,542

合計 2,542

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超(百万円)

  (債券)

   国債・ 
   地方債等

15 ― ― ―

合計 15 ― ― ―



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的

   MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.は、海外

炭の輸出取引に係る為替相場の変動によるリスクを

軽減し、経営の安定化を図る目的で、包括的な為替

予約取引を行なっている。

   また、当社は変動金利による借入金の金利変動リ

スクを軽減するために、長期借入金を対象とした金

利スワップ取引を利用している。

   なお、為替予約及び金利スワップのデリバティブ

取引を利用するに当って、ヘッジ会計を適用してお

り、その方法は「連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項」「４ 会計処理基準に関する事

項」「(5)重要なヘッジ会計の方法」に記載してい

る。

(1) 取引の内容及び利用目的

   MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.は、海外

炭の輸出取引に係る為替相場の変動によるリスクを

軽減し、経営の安定化を図る目的で、包括的な為替

予約取引を行なっております。 

   また、当社は変動金利による借入金の金利変動リ

スクを軽減するために、長期借入金を対象とした金

利スワップ及び金利キャップ取引を利用しておりま

す。

   なお、為替予約及び金利スワップ等のデリバティ

ブ取引を利用するに当って、ヘッジ会計を適用して

おり、その方法は「連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項」「４ 会計処理基準に関する事

項」「(5)重要なヘッジ会計の方法」に記載してお

ります。

(2) 取引に対する取組方針

   投機目的のためのデリバティブ取引は行なわない

方針である。

(2) 取引に対する取組方針

   投機目的のためのデリバティブ取引は行なわない

方針であります。

(3) 取引に係るリスクの内容

   MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.が行なう

為替予約取引は、為替市場の変動によって発生する

損失に係る市場リスクがある。また、金利スワップ

は市場金利の変動によるリスクを有している。

   なお、デリバティブ取引の相手先は、国内会社に

おいては信用度の高い国内の銀行、外国会社におい

ても信用度の高い現地の銀行を利用している為、信

用リスクはないと判断している。

(3) 取引に係るリスクの内容

   MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.が行なう

為替予約取引は、為替市場の変動によって発生する

損失に係る市場リスクがあります。また、金利スワ

ップ等は市場金利の変動によるリスクを有しており

ます。

   なお、デリバティブ取引の相手先は、国内会社に

おいては信用度の高い国内の銀行、外国会社におい

ても信用度の高い現地の銀行を利用している為、信

用リスクはないと判断しております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.の為替予

約取引については当社において稟議決裁後、同社に

おいて取引及び決済管理を行ない、当社財務部、経

理部でポジション管理を行なっている。

金利関連のデリバティブ取引については、取締役

会において取引の極度額及び期間が決定され、社内

管理規程に基づき財務部、経理部が実行及び管理を

行なっている。財務部・経理部担当執行役員は定期

的に取締役会に取引の状況等を報告している。

(4) 取引に係るリスク管理体制

   MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.の為替予

約取引については当社において稟議決裁後、同社に

おいて取引及び決済管理を行ない、当社財務部、経

理部でポジション管理を行なっております。

   金利関連のデリバティブ取引については、取締役

会において取引の極度額及び期間が決定され、社内

管理規程に基づき財務部、経理部が実行及び管理を

行なっております。財務部・経理部担当執行役員は

定期的に取締役会に取引の状況等を報告しておりま

す。



２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

 
(注) １ 時価の算定方法は、先物為替相場によっている。 

２ 上記以外のデリバティブ取引については全てヘッジ会計を適用している。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 当期末残高がないため、該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用してお

りますので注記の対象から除いております。 

  

  

対象物の種類 取引の種類
契約額等
(百万円)

契約額のうち
１年超(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

通貨
為替予約取引
売建 米ドル
買建 豪ドル

139 ― 164 25



(退職給付関係) 

前連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けて

いる。 

なお、当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社全体で適格退職年金制度を採用しているが、この

他、退職一時金制度を有している連結子会社が２社ある。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

  

 
  

３ 退職給付費用に関する事項(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

① 退職給付債務 △1,107 百万円

② 年金資産 75  〃

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △1,032  〃

④ 会計基準変更時差異の未処理額 ―  〃

⑤ 未認識数理計算上の差異 74  〃

⑥ 未認識過去勤務債務(債務の減額) ―  〃

⑦ 連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) △957  〃

⑧ 前払年金費用 ―  〃

⑨ 退職給付引当金(⑦－⑧) △957 百万円

① 勤務費用 80 百万円

② 利息費用 21  〃

③ 期待運用収益 △2  〃

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 148  〃

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 39  〃

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 ―  〃

⑦ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 287 百万円

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 ２.０％

③ 期待運用収益率 ２.０％

④ 数理計算上の差異の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一

定の年数による按分額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理している。)

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 ５年



次へ 

当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けて

おります。 

なお、当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社全体で適格退職年金制度を採用しておりますが、こ

の他、退職一時金制度を有している連結子会社が２社あります。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

  

 
  

３ 退職給付費用に関する事項(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

① 退職給付債務 △1,029 百万円

② 年金資産 94  〃

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △934  〃

④ 会計基準変更時差異の未処理額 ―  〃

⑤ 未認識数理計算上の差異 54  〃

⑥ 未認識過去勤務債務(債務の減額) ―  〃

⑦ 連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) △880  〃

⑧ 前払年金費用 ―  〃

⑨ 退職給付引当金(⑦－⑧) △880 百万円

① 勤務費用 83 百万円

② 利息費用 18  〃

③ 期待運用収益 △1  〃

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 ―  〃

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 44  〃

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 ―  〃

⑦ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 144 百万円

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 ２.０％

③ 期待運用収益率 ２.０％

④ 数理計算上の差異の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一

定の年数による按分額を、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しております。)



(税効果会計関係) 

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

 

 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産

  繰越欠損金 1,751百万円

  固定資産に係る未実現利益    69 〃

  投資有価証券評価損     138 〃

  退職給付引当金     308 〃

  貸倒引当金税法限度超過額     197 〃

国内炭事業整理損失引当金 751 〃

訴訟損失引当金 687 〃

たな卸評価損 186 〃

  連結子会社への 
  投資に係る税効果

    186 〃

  その他     267 〃

 繰延税金資産小計 4,546百万円

  評価性引当額  △1,782  〃

 繰延税金資産合計 2,763百万円

繰延税金負債

 固定資産圧縮積立金 △2,425百万円

  その他有価証券評価差額金 △436 〃

 その他 △128 〃

繰延税金負債合計 △2,989百万円

繰延税金資産の純額 △225百万円

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

流動資産─繰延税金資産 43百万円

固定資産─繰延税金資産     144 〃

流動負債─繰延税金負債    ― 〃

固定負債─繰延税金負債 △414 〃

 

 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産

 繰越欠損金 1,436百万円

 固定資産に係る未実現利益 66 〃

 投資有価証券評価損 138 〃

 退職給付引当金 279 〃

 貸倒引当金税法限度超過額 104 〃

国内炭事業整理損失引当金 1,326 〃

減損損失累計額 84 〃

たな卸評価損 186 〃

 連結子会社への
  投資に係る税効果

296 〃

 その他 230 〃

繰延税金資産小計 4,150百万円

 評価性引当額 △1,460  〃

繰延税金資産合計 2,690百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △2,384百万円

 その他有価証券評価差額金 △530 〃

その他 △137 〃

繰延税金負債合計 △3,052百万円

繰延税金資産の純額 △361百万円

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産─繰延税金資産 46百万円

固定資産─繰延税金資産 98 〃

流動負債─繰延税金負債 ― 〃

固定負債─繰延税金負債 △506 〃



前へ 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

２   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.44％

 (調整)

土地再評価に係る繰延税金
負債取崩額

△5.84〃

交際費等永久に損金に算入
されない項目

4.21〃

住民税均等割等 1.63〃

国内炭事業整理損失引当金
充当額

△17.97〃

国内炭事業整理損失引当金
認容額

△197.72〃

子会社からの受取配当金 80.17〃

訴訟損失引当金否認額 78.88〃

海外子会社配当金益金
不算入項目

△24.78〃

たな卸評価損否認額 21.39〃

海外子会社における鉱区開発
費認容額

△34.12〃

土地再評価差額金取崩額 5.58〃

海外子会社による未実現為替
差損益否認額

3.19〃

繰延税金資産不計上
子会社に係る利益

△8.58〃

中小会社等の実効税率と
実際納付税率との差

△14.23〃

繰越欠損金 81.45〃

その他 0.52〃

税効果会計適用後の法人税等 
の負担率

14.22％

 

２   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当該

差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.44％

(調整)

土地再評価に係る繰延税金
負債取崩額

△92.58〃

交際費等永久に損金に算入
されない項目

10.00〃

住民税均等割等 3.26〃

国内炭事業整理損失引当金
充当額

△123.07〃

国内炭事業整理損失引当金
認容額

113.79〃

子会社からの受取配当金 249.64〃

訴訟損失引当金否認額 △136.14〃

海外子会社配当金益金
不算入項目

△99.73〃

減損損失否認額 215.65〃

中小会社等の実効税率と
実際納付税率との差

△77.98〃

繰越欠損金 △51.39〃

その他 0.39〃

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

52.28％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
  

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっている。 

（事業区分方法の変更） 

 事業区分は、従来、「燃料事業」、「建機材事業」、「スーパー事業」、「不動産事業」、「その他事業」

の５区分によっていたが、当連結会計年度より「燃料事業」、「光コンポーネント事業」、「建機材事業」、

「スーパー事業」、「不動産事業」、「その他事業」の６区分に変更した。 

 この変更は、従来の「建機材事業」に含めていた「光コンポーネント事業」のレンズ事業分野の製品が大き

く伸長し、当社グループの事業構造が大きく変化したことに伴い、事業の実態を反映した、より適切なセグメ

ント情報を開示するためのものである。 

２ 各事業の主要な業務 

(1) 燃料事業…………………海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサルタ

ント業 

(2) 光コンポーネント事業…各種精密機械用レンズ、光ファイバー関連部品及び機器等の設計・製造・販売

(3) 建機材事業………………建材商品(生コン、セメント、砕石等)の販売、採石業、機器類等の製造・仕入

販売、機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負 

(4) スーパー事業……………食料品、日用品全般の販売等 

(5) 不動産事業………………分譲、貸ビル等の賃貸業及び国民宿舎の経営 

(6) その他事業………………「炭鉱技術移転５ヶ年計画」に沿った研修事業（平成14年４月より実施） 
  

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度11,304百万円であり、その主なも

のは当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であ

る。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及び繰延資産とそれらの償却額が含まれている。 

燃料事業 

(百万円)

光コンポ

ーネント

事業 

(百万円)

建機材 

事業 

(百万円)

スーパー

事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

その他 

事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 

全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

Ⅰ売上高及び営業

損益

 売上高

(1) 外部顧客に 

  対する売上高
20,318 4,807 25,083 5,012 1,001 1,047 57,270 ― 57,270

(2) セグメント間の

  内部売上高

  又は振替高

3 ― 233 36 28 7 309 (309) ―

計 20,322 4,807 25,316 5,049 1,029 1,055 57,579 (309) 57,270

 営業費用 18,850 4,364 25,097 5,080 895 1,035 55,322 (366) 54,956

 営業利益又は 

 営業損失(△)
1,472 443 218 △30 133 19 2,256 57 2,313

Ⅱ資産、減価償却費
 及び資本的支出

 資産 5,805 1,141 12,268 1,234 13,564 8,989 43,004 6,768 49,772

 減価償却費 216 159 58 68 104 195 802 (171) 631

 資本的支出 39 350 152 28 17 4 594 1 595



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。 

２ 各事業の主要な業務 

(1) 燃料事業…………………海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサルタ

ント業 

(2) 光コンポーネント事業…各種精密機械用レンズ、光ファイバー関連部品及び機器等の設計・製造・販売

なお、当該事業については、平成18年３月末をもって撤退しました。 

(3) 建機材事業………………建材商品(生コン、セメント、砕石等)の販売、採石業、機器類等の製造・仕入

販売、機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負 

(4) 不動産事業………………分譲、貸ビル等の賃貸業及び国民宿舎の経営 

なお、国民宿舎は平成17年８月末をもって閉鎖しました。 

(5) スーパー事業……………食料品、日用品全般の販売等 

なお、４店舗のうち３店舗を譲渡及び閉鎖しました。 

(6) その他事業………………「炭鉱技術移転５ヶ年計画」に沿った研修事業（平成14年４月より実施） 
  

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度15,194百万円であり、その主なも

のは当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり

ます。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却額が含まれております。 

５ 減損損失のうち消去又は全社の項目に含めた共有資産の減損損失の金額は当連結会計年度７百万円であり、

その主なものは当社の無形固定資産であります。 

  

燃料事業 

(百万円)

光コンポ

ーネント

事業 

(百万円)

建機材 

事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

スーパー

事業 

(百万円)

その他 

事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 

全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

Ⅰ売上高及び営業損

益

 売上高

(1) 外部顧客に 

  対する売上高
26,774 3,175 20,704 748 4,553 1,058 57,015 ― 57,015

(2) セグメント間の

  内部売上高又は

  振替高
26 ― 259 17 34 1 339 (339) ―

計 26,801 3,175 20,964 766 4,587 1,060 57,355 (339) 57,015

 営業費用 24,651 3,544 20,799 657 4,741 1,052 55,446 (309) 55,137

 営業利益又は 

 営業損失(△)
2,149 △368 164 108 △153 8 1,908 ( 30) 1,878

Ⅱ 資産、減価償却

費、減損損失及び

資本的支出

 資産 7,609 64 11,179 12,304 687 7,346 39,192 10,620 49,813

 減価償却費 221 155 14 98 30 2 522 11 533

 減損損失 ― ― 48 1,331 293 1,480 3,154 3 3,157

 資本的支出 127 64 4 175 24 1 399 (122) 277



【所在地別セグメント情報】 
  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「本邦」の割合がい

ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。 
  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
  

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

   オセアニア…… オーストラリア 

   その他  …… カナダ 

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度15,194百万円であり、その主なも

のは当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり

ます。 
  

【海外売上高】 

  
前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する主な国は以下のとおりである。 

オセアニア …… オーストラリア 

アジア   …… 台湾 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 
  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。 

オセアニア …… オーストラリア 

アジア   …… 台湾、韓国 

その他   …… アメリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

日本 
(百万円)

オセアニア
(百万円)

その他の
地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

52,862 4,153 ― 57,015 ― 57,015

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

33 1,453 ― 1,487 (1,487) ―

計 52,895 5,607 ― 58,502 (1,487) 57,015

営業費用 53,092 3,540 6 56,640 (1,502) 55,137

営業利益又は 
営業損失(△)

△197 2,066 △6 1,862 15 1,878

Ⅱ 資産 36,000 6,073 53 42,127 7,685 49,813

オセアニア アジア 計

Ⅰ海外売上高（百万円） 5,676 3,479 9,155

Ⅱ連結売上高（百万円） 57,270

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.9 6.1 16.0

オセアニア アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高（百万円） 4,153 8,200 0 12,353

Ⅱ連結売上高（百万円） 57,015

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.3 14.4 0.0 21.7



  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 72.12円 １株当たり純資産額 98.35円

１株当たり当期純利益 11.51円 １株当たり当期純利益 3.35円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当期純利益 765 百万円 252 百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 765 百万円 252 百万円

普通株式の期中平均株式数 66,487,241 株 75,203,316 株



(重要な後発事象) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 転換社債型新株予約権付社債の発行

  当社は、平成17年５月27日開催の取締役会の決議に

基づいて、第三者割当による第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債を発行した。

１．社債の名称

  三井松島産業株式会社第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定

同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」とい

い、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権の

みを「本新株予約権」という。)

２．発行総額  金3,000百万円

３．発行価額  額面100円につき金100円

４．利  率  利息は付さない。

５．払込期日及び発行日

        平成17年６月13日

６．償還期限  平成19年６月13日

７．償還の方法

(１)償還金額

  額面100円につき金100円

(２)償還の方法

  ①本社債は、平成19年６月13日にその総額を償還す

る。

  ②当社は、当社が株式交換または株式移転により他

の会社の完全子会社となることを当社の株主総会

で決議した場合、本新株予約権付社債の社債権者

に対して、償還日から30日以上60日以内の事前通

知を行った上で、当該株式交換または株式移転の

効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部

は不可)を額面100円につき次の金額で繰上償還す

ることができる。

平成17年６月14日から平成18年６月13日までの期

間については金101円

平成18年６月14日から平成19年６月12日までの期

間については金100円

  ③当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択

により、本新株予約権付社債の社債権者に対し

て、毎月第２金曜日(ただし、第２金曜日が銀行

休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る。)まで(当日を含む。)に事前通知を行った上

で、当該月の第４金曜日に、残存する本社債の全

部(一部は不可)を額面100円につき金102円で、繰

上償還することができる。

 該当事項はありません。



  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  ④本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権

付社債の発行後、その選択により、当社に対し

て、毎月第１金曜日(ただし、第１金曜日が銀行

休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る。)まで(当日を含む。)に、事前通知を行い、

かつ本新株予約権付社債券を野村信託銀行株式会

社本店に提出することにより、当該月の第３金曜

日に、その保有する本社債の全部または一部を額

面100円につき金99円で繰上償還することを、当

社に対して請求する権利を有する。

   登録をした本新株予約権付社債に係る本社債の繰

上償還を当社に対して請求する場合は、本新株予

約権付社債券の提出に代えて、当社の定める請求

書(以下「繰上償還請求書」という。)に繰上償還

を請求しようとする本社債を表示し、請求の年月

日等を記載してこれに記名捺印した上、野村信託

銀行株式会社を経由して、これを野村信託銀行株

式会社本店に提出することができる。

  ⑤本新株予約権付社債の発行後、平成19年５月29日

まで(当日を含む。)の間のある５連続取引日(た

だし、終値(気配表示を含む。)のない日は除

く。)の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含

む。)が、別記「９．(４)新株予約権の行使に際

して払込をなすべき額」③に定める下限転換価額

(ただし、④による調整を受ける。)を下回った場

合には、当社は、当該５連続取引日の最終日の翌

取引日から起算して３取引日後の日まで(当日を

含む。)に、本新株予約権付社債の社債権者に対

して事前通知を行った上で、当該５連続取引日の

最終日の翌取引日から起算して10取引日後の日

に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面

100円につき金100円で繰上償還する。

  ⑥償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その

前銀行営業日にこれを繰り上げる。

  ⑦本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでも

これを行うことができる。ただし、本新株予約権

のみを消却することはできない。本社債を買入消

却する場合、当社は取得した本新株予約権につ

き、その権利を放棄するものとする。

８．担保の有無

  本新株予約権付社債には物上担保ならびに保証は付

されておらず、また本新株予約権付社債のために特

に留保されている資産はない。



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

９．新株予約権の内容

(１)新株予約権の目的である株式の種類及び数

  本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株

式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を

新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通

株式を移転(以下当社普通株式の発行又は移転を

「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社

債の発行価額の総額を下記(４)②記載の転換価額

(ただし、下記(４)③又は④によって修正又は調整

された場合は修正後又は調整後の転換価額)で除し

て得られる最大整数とする。この場合に１株未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調

整は行わない。

(２)発行する新株予約権の総数  30個

(３)新株予約権の発行価額  無償とする。

(４)本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

  ①本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき

額は、本社債の発行価額と同額とする。

  ②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株

あたりの額(以下「転換価額」という。）は、当

初206円とする。

  ③転換価額の修正

   本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日

(以下「決定日」という。)の翌取引日以降、転換

価額は、決定日まで(当日を含む。)の３連続取引

日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引

日でない場合には、決定日の直前の取引日までの

３連続取引日とする。)の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値

(気配表示を含む。)の平均値の90％に相当する金

額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を切り捨てる。以下「決定日価額」とい

う。)に修正される。ただし、かかる算出の結

果、決定日価額が103円(以下「下限転換価額」と

いう。ただし、下記④による調整を受ける。)を

下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価

額とし、決定日価額が309円(以下「上限転換価

額」という。ただし、下記④による調整を受け

る。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上

限転換価額とする。



前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

  ④転換価額の調整

   当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当

社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額

をもって当社普通株式を発行又は処分する場合

(ただし、当社普通株式に転換される証券もしく

は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権(新株予約権付社債に付された

ものを含む。)の転換又は行使による場合を除

く。)には、次に定める算式をもって転換価額を

調整する。

既発行 
株式数

＋

新発行・

処分株式数
×

１株あたり

の発行・

処分価額

調整後 

転換価額
＝
調整前 

転換価額
×

時  価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

   また、当社は、当社普通株式の分割もしくは併

合又は時価を下回る価額をもって当社普通株式に

転換される証券もしくは転換できる証券又は当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは

新株予約権付社債を発行する場合等にも転換価額

を適宜調整する。なお、上記算式において、「既

発行株式数」は当社の発行済普通株式数から、当

社の有する当社普通株式数を控除した数とし、株

式分割により当社普通株式を発行する場合には、

「新発行・処分株式数」は、株主割当日における

当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社

普通株式数を含まないものとする。

(５)新株の発行価額中資本に組入れる額

  本新株予約権の行使により株式を発行する当社普通

株式１株の資本金組入額は、本新株予約権の行使に

より発行する当社普通株式１株の発行価額に0.5を

乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じ

る場合は、その端数を切り上げるものとする。

(６)新株予約権の行使請求期間

  平成17年６月14日から平成19年６月12日まで。

(７)その他の新株予約権の行使の条件

  当社が本社債を繰上償還する場合又は当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、償還日又は

期限の利益の喪失日以後（社債権者の請求による繰

上償還の場合には、本新株予約権付社債券（登録を

した本新株予約権付社債に係る本社債を繰上償還す

る場合は、繰上償還の請求書）が提出された時以

降）本新株予約権を行使することはできない。ま

た、各本新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

10．資金の使途

  発行手取概算額 金2,984百万円は、投融資、借入金

返済、運転資金等に充当する予定である。



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

 
(注) １ 「当期末残高」欄の( )は、１年内償還予定の金額であります。 

２ 新株予約権付社債の内容 

 
（注）１ 転換価格の修正 

    本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換

   価格は、決定日までの３連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎

   日の終値の平均値の90％に相当する金額に修正されており、新株予約権の権利行使による新株への転

   換が全て行なわれるまでの間、６月17日、７月15日にそれぞれ188.10円、186.90円と修正されており

   ます。 

 ２  本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該

   本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。   

  

３ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

  

 
  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

当社
第３回物上担保付
普通社債

平成12年 
９月26日

500 ―
年
1.98

担保付社債
平成17年
９月26日

当社
第４回物上担保付
普通社債

平成12年 
９月26日

500 ―
年
2.04

担保付社債
平成17年
９月26日

当社
第５回物上担保付
普通社債

平成12年 
12月13日

700 ―
年
2.04

担保付社債
平成17年
12月13日

当社
第６回物上担保付
普通社債

平成13年 
２月14日

500 ―
年
1.62

担保付社債
平成18年
２月14日

当社 第１回無担保社債
平成15年 
10月31日

400
200
(200)

年
0.75

無担保社債
平成18年
10月31日

当社
第７回物上担保付
普通社債

平成16年 
12月17日

1,000 1,000
年
2.55

担保付社債
平成19年
12月17日

当社
第１回無担保転換
社債型新株予約権
付社債（注２）

平成17年 
６月13日

― ―
年
0.00

無担保社債
平成19年 
６月13日

当社 第２回無担保社債
平成17年 
９月26日

― 500
年
2.00

無担保社債
平成22年
９月24日

当社 第３回無担保社債
平成17年 
９月30日

―
340
( 40)

年
1.12

無担保社債
平成22年
９月30日

当社
第８回物上担保付
普通社債

平成18年 
３月29日

― 400
年
2.68

担保付社債
平成23年
３月29日

合計 ― ― 3,600
2,440
(240)

― ― ―

発行すべき 
株式の内容

新株予約権 
の発行価額

株式の 
発行価格
(円)

発行価額の
総額 
(百万円)

新株予約権の行使
により発行した株
式の発行額の総額
(百万円)

新株予約権
の付与割合
(％)

新株予約権 
の行使期間

代用払込に
関する事項

当社 
普通株式

無償
当初 206 
(注１)

3,000 3,000 100

自 平成17年 
   ６月14日 
 至 平成19年 
   ６月12日

(注２)

１年以内 
(百万円)

１年超２年以内 
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内 
(百万円)

240 1,080 80 80 960



【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおり

であります。 

  

 
３ ※１ 当期末残高に無利息借入金166 百万円、※２ 当期末残高に無利息借入金7,522百万円が含まれてお

ります。 

  

(2) 【その他】 

(訴訟) 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱は、旧大島炭鉱及び旧池島炭鉱で就労した元炭鉱従業員及びその

遺族から、労働契約等に基づく安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したとして、三井松島じん肺第

1・2陣長崎訴訟(平成14年提訴、原告数77名、請求額2,041百万円)を長崎地方裁判所に、三井松島じ

ん肺第1・2陣福岡訴訟(平成14～16年提訴、原告数93名、請求額2,037百万円)、西日本石炭じん肺福

岡訴訟(平成17年提訴、原告数17名、請求額423百万円)及び三井松島じん肺第3陣訴訟(平成17・18年

提訴、原告数71名、請求額2,161百万円)を福岡地方裁判所に提起され、各裁判所において審理が継続

しておりましたが、その審理過程において各裁判所より和解の勧試が行われ、また平成17年12月13日

に三井松島じん肺第1・2陣長崎訴訟について第一審判決(判決認容総額943百万円)が言い渡されこと

などを受けて、当事者間で全面解決について協議を重ねた結果、平成18年3月20日、当社及び連結子

会社松島炭鉱㈱が、上記全訴訟の原告ら提訴を予定していた請求団(元従業員6名)を加えた総計264名

に対し、総額3,010百万円の和解金を支払うことで和解が成立し、同日、各裁判所においてすべての

訴訟が全面解決いたしました。 

  

区分
前期末残高 
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 4,470 4,482 1.780 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 
             ※１

4,706 4,214 2.376 ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)       ※２

19,014 18,218 1.593
平成19年８月から 
平成23年９月

合計 28,192 26,915 ― ―

区分
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 3,312 2,679 1,494 988



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

 
  

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 3,810 7,353

 ２ 受取手形 4,763 4,991

 ３ 売掛金 4,883 3,867

 ４ 有価証券 ※２ ― 15

 ５ 商品 213 116

 ６ 製品 18 ―

 ７ 販売用不動産 9 23

 ８ 原材料 37 ―

 ９ 仕掛品 73 ―

 10 貯蔵品 11 7

 11 前渡金 30 112

 12 前払費用 60 62

 13 繰延税金資産 ― 0

 14 短期貸付金 551 3

 15 関係会社短期貸付金 237 55

 16 未収入金 607 1,720

 17 その他 147 0

   貸倒引当金 △456 △480

  流動資産計 15,001 39.9 17,849 45.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※２ 8,356 7,481

    減価償却累計額 △4,324 4,031 △3,982 3,499

  (2) 構築物 308 222

    減価償却累計額 △251 57 △196 26

  (3) 機械及び装置 ※２ 1,279 364

    減価償却累計額 △647 631 △304 59

  (4) 船舶 ※２ 1,148 1,148

    減価償却累計額 △935 213 △965 182

  (5) 車輌及び運搬具 47 37

    減価償却累計額 △42 5 △36 1



 
  

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

  (6) 工具器具及び備品 905 581

    減価償却累計額 △761 144 △494 86

  (7) 土地
※１ 
２

10,737 9,626

   有形固定資産計 15,820 42.1 13,482 34.5

 ２ 無形固定資産

  (1) 借地権 12 ―

  (2) 電話加入権 6 ―

  (3) 施設利用権 1 0

   無形固定資産計 20 0.1 0 0.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 2,996 2,904

  (2) 関係会社株式 2,760 2,760

  (3) 出資金 0 0

  (4) 長期貸付金 42 46

  (5) 従業員に対する 
    長期貸付金

20 18

  (6) 関係会社長期貸付金 881 2,232

  (7) 破産更生債権 500 561

  (8) 長期前払費用 5 3

  (9) 関係会社長期未収入金 4,261 4,321

  (10) その他 260 134

    貸倒引当金 △5,019 △5,268

  投資その他の資産計 6,710 17.8 7,715 19.7

  固定資産計 22,551 60.0 21,198 54.2

Ⅲ 繰延資産

  社債発行費 14 36

  繰延資産計 14 0.1 36 0.1

  資産合計 37,566 100.0 39,084 100.0



 

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 3,246 3,762

 ２ 買掛金 3,548 2,933

 ３ 短期借入金 ※２ 3,790 3,998

 ４ １年以内返済長期借入金 ※２ 4,642 3,777

 ５ １年以内償還社債 ※２ 2,400 240

 ６ 未払金 47 1,023

 ７ 未払費用 129 241

 ８ 未払法人税等 28 36

 ９ 前受金 22 126

 10 預り金 188 96

 11 賞与引当金 41 12

 12 その他 39 10

  流動負債計 18,125 48.3 16,259 41.6

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 1,200 2,200

 ２ 長期借入金 ※２ 7,947 7,666

 ３ 再評価に係る繰延税金 
   負債

※１ 388 180

 ４ 繰延税金負債 431 493

 ５ 退職給付引当金 283 215

 ６ 国内炭事業整理損失 
   引当金

1,859 3,280

 ７ 訴訟損失引当金 1,700 ―

 ８ 受取保証金 285 288

  固定負債計 14,096 37.5 14,324 36.7

  負債合計 32,221 85.8 30,584 78.3

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※３ 3,324 8.8 4,824 12.3

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 972 2,472

  資本剰余金合計 972 2.6 2,472 6.3

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 460 460

 ２ 任意積立金

  (1) 特別償却積立金 29 24

  (2) 固定資産圧縮積立金 3,572 3,534

  (3) 別途積立金 1,000 4,602 1,000 4,558

 ３ 当期未処理損失 5,221 4,165

  利益剰余金合計 △158 △0.4 853 2.2

Ⅳ 土地再評価差額金 ※１ 572 1.5 △374 △1.0

Ⅴ その他有価証券評価差額金 635 1.7 726 1.9

Ⅵ 自己株式 ※４ △1 △0.0 △2 △0.0

  資本合計 5,344 14.2 8,500 21.7

  負債資本合計 37,566 100.0 39,084 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

 １ 燃料事業売上高 18,394 22,063

 ２ 光コンポーネント事業
売上高

4,807 2,338

 ３ 建機材事業売上高 21,930 18,878

 ４ 不動産事業売上高 1,009 740

 ５ スーパー事業売上高 4,910 51,052 100.0 4,486 48,507 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 燃料事業売上原価 18,060 21,750

 ２ 光コンポーネント事業
売上原価

3,855 2,420

 ３ 建機材事業売上原価 21,258 18,315

 ４ 不動産事業売上原価 705 414

 ５ スーパー事業売上原価 4,052 47,932 93.9 3,729 46,630 96.1

    売上総利益 3,120 6.1 1,876 3.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１

 １ 建材配送運賃・口銭 141 71

 ２ 広告宣伝費 1 9

 ３ 役員報酬 62 61

 ４ 給料手当 403 487

 ５ 賞与引当金繰入額 17 12

 ６ 退職給付費用 34 43

 ７ 福利厚生費 60 44

 ８ 減価償却費 83 49

 ９ 委託提携料 935 668

 10 その他 586 2,326 4.6 623 2,073 4.3

    営業利益又は 
    営業損失(△)

793 1.5 △196 △0.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※２ 10 44

 ２ 有価証券利息 0 0

 ３ 受取配当金 ※２ 1,025 1,458

 ４ 債務保証料 1 1

 ５ 為替差益 ― 10

 ６ その他 39 1,076 2.1 33 1,548 3.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 361 356

 ２ 社債利息 70 56

 ３ 社債発行費 ― 61

 ４ 為替差損 4 ―

 ５ その他 42 479 0.9 46 520 1.1

    経常利益 1,391 2.7 831 1.7



 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 41 2

 ２ 投資有価証券売却益 935 419

 ３ 関係会社株式売却益 7 3,674

 ４ 事業譲渡益 ― 64

 ５ 内航船舶解撤交付金 4 ―

 ６ 貸倒引当金戻入益 67 1,056 2.1 53 4,215 8.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ ― 43

 ２ 退職給付会計基準 
   変更時差異償却

66 ―

 ３ 関係会社貸倒引当金 
   繰入額

53 273

 ４ 国内炭事業整理損失 
   引当金繰入額

― 1,481

 ５ 訴訟損失引当金繰入額 1,700 ―

 ６ 減損損失 ※５ ― 1,570

 ７ 技術特許使用料 ― 102

 ８ 事業整理損 ― 64

 ９ 訴訟関連損失 ― 1,505

 10 役員退職慰労金 59 108

 11 退職給付費用 ― 22

 12 災害損失 13 ―

 13 社債買入消却損 ― 1,891 3.7 4 5,176 10.7

   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失(△)

555 1.1 △129 △0.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

11 14

   法人税等調整額 △50 △39 △0.1 △467 △453 △0.9

   当期純利益 595 1.2 324 0.6

   前期繰越損失 5,891 5,178

   土地再評価差額金取崩額 74 688

   当期未処理損失 5,221 4,165



売上原価明細書 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

Ⅰ 燃料事業売上原価

   期首貯蔵品たな卸高 ― 3

   当期商品仕入高等 ※３ 18,063 21,754

計 18,063 21,757

   期末貯蔵品たな卸高 3 7

   当期商品売上原価 18,060 37.7 21,750 46.6

Ⅱ 光コンポーネント事業 
  売上原価

 １ 商品売上原価

   期首商品たな卸高 4 7

   当期商品仕入高 29 13

計 34 21

    他勘定振替高 ※４ ― 6

   期末商品たな卸高 7 ―

   当期商品売上原価 26 15

 ２ 製品売上原価 ※１

   期首製品たな卸高 26 18

   当期総製造費用

    材料費 1,113 839

    労務費 604 404

    経費
※２ 
 ３

1,679 1,374

計 3,397 2,637

    他勘定振替高 ※４ ― 62

   期末製品たな卸高 18 ―

   期首仕掛品たな卸高 312 73

   他勘定振替高 ※４ ― 170

期末仕掛品たな卸高 73 ―

   期首貯蔵品たな卸高 192 7

   他勘定振替高 ※４ ― 80

期末貯蔵品たな卸高 7 ―

   当期製品売上原価 3,828 2,405

   当期売上原価合計 3,855 8.0 2,420 5.2

Ⅲ 建機材事業売上原価

 １ 商品売上原価

   期首商品たな卸高 11 25

   当期商品仕入高 20,919 18,325

計 20,931 18,351

   期末商品たな卸高 25 35

   当期商品売上原価 20,905 18,315

 ２ 製品売上原価 ※１

   期首製品たな卸高 124 ―

   当期総製造費用

    材料費 21 ―

    労務費 80 ―

    経費
※２ 
 ３

124 ―

計 226 ―

   期末製品たな卸高 ― ―

   当期製品売上原価 351 ―



  

 
(注) ※１ 原価計算の方法は、光コンポーネント事業及び建機材事業については主として総合原価計算による実際原

価計算、また、不動産事業(分譲住宅)については個別原価計算による実際原価計算であります。 

※２ 経費の中に含まれている外注費は、前事業年度 993百万円、当事業年度 438百万円であります。 

※３ 仕入高等及び経費の中には、減価償却費が当事業年度総額257百万円含まれております。 

※４ 他勘定振替高は、会社分割により連結子会社へ振替えたものであります。 

※５ 他勘定振替高は、営業譲渡により事業譲渡益へ振替えたものであります。 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

 ３ 工作部門売上原価

    経費 ※３ 1 ―

   当期工作部門売上原価 1 ―

   当期売上原価合計 21,258 44.3 18,315 39.3

Ⅳ 不動産事業売上原価

 １ 分譲住宅 ※１

   期首たな卸高

    (販売用不動産) 228 9

   期中発生高

    売却費 20 ―

    購入費 ― 13

   期末たな卸高

    (販売用不動産) 9 23

   当期売上原価 239 ―

 ２ ビル等賃貸

   経費 ※３ 312 349

   当期売上原価 312 349

 ３ 国民宿舎

   期首商品たな卸高 3 3

   当期商品仕入高及び 
   発生費用

    商品仕入及び材料費 39 12

    労務費 6 3

    経費 ※３ 106 45

計 153 64

   期末商品たな卸高 3 ―

   当期売上原価 153 64

   当期不動産事業売上原価 705 1.5 414 0.9

Ⅴ スーパー事業売上原価

   期首商品たな卸高 168 176

   当期商品仕入高 4,060 3,657

計 4,229 3,833

   他勘定振替高 ※５ ― 23

   期末商品たな卸高 176 80

   当期商品売上原価 4,052 8.5 3,729 8.0

   当期売上原価合計 47,932 100.0 46,630 100.0



③ 【損失処理計算書】 

  

 
  

前事業年度
株主総会承認年月日 
(平成17年６月29日)

当事業年度 
株主総会承認年月日 
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 当期未処理損失 5,221 4,165

Ⅱ 損失処理額

   任意積立金取崩額

  (1) 特別償却積立金取崩額 5 5

  (2) 固定資産圧縮積立金取崩額 38 43 57 62

Ⅲ 次期繰越損失 5,178 4,103



重要な会計方針 
  

 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    総平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    同左

 (2) その他有価証券

  ① 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により処理し、売却原価は

総平均法により算定）

  ② 時価のないもの

総平均法による原価法

 (2) その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

     同左

 

 

  ② 時価のないもの 

     同左

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ……時価法

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ……同左

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

 (1) 商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品

  ① スーパー事業の商品

           ……売価還元原価法

  ② 燃料事業の商品・貯蔵品

           ……個別法による原価法

  ③ 光コンポーネント事業の商品・製品・原材料・

仕掛品・貯蔵品

           ……移動平均法による原価法

  ④ 建機材事業の商品 

           ……移動平均法による原価法

  ⑤ 上記以外の商品・原材料

           ……移動平均法による原価法

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

 (1) 商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品

  ① スーパー事業の商品

           ……同左

  ② 燃料事業の商品・貯蔵品

           ……同左

  ③ 光コンポーネント事業の商品・製品・原材料・

仕掛品・貯蔵品

           ……同左

  ④ 建機材事業の商品 

           ……同左

  ⑤ 上記以外の商品・原材料

           ……同左

 (2) 販売用不動産 

           ……個別法による原価法

 (2) 販売用不動産 

           ……同左

４ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

    建物(建物附属設備を除く)は定額法、建物以外

については定率法を採用している。(但し、機械

装置の一部については定額法を採用している。)

    なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

    建物     ３～50年

４ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

    建物(建物附属設備を除く)は定額法、建物以外

については定率法を採用しております。(但し、

機械装置の一部については定額法を採用しており

ます。) 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。
   建物     ３～50年

 (2) 無形固定資産

    定額法を採用している。

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用している。

 (2) 無形固定資産

    定額法を採用しております。

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。

 (3) 長期前払費用

    均等償却によっている。

 (3) 長期前払費用

    均等償却によっております。

 (4) 少額減価償却資産

    取得価額が10万円以上20万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却している。

 (4) 少額減価償却資産

    取得価額が10万円以上20万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却しております。

５ 繰延資産の処理方法

 (1) 社債発行費

    商法施行規則の規定により最長期間(３年)で毎

期均等額償却

５ 繰延資産の処理方法

 (1) 社債発行費

    商法施行規則の規定により最長期間(３年)で毎

期均等額償却 

 なお、第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債については、当事業年度において全て転換しま

したので全額費用処理しております。

 (2) 社債発行差金

    商法施行規則の規定により社債償還期間で毎期

均等額償却

 (2) 社債発行差金

    商法施行規則の規定により社債償還期間で毎期

均等額償却



 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上している。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。  

 (2) 賞与引当金

    従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上

している。

 (2) 賞与引当金

    従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上

しております。

 (3) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上している。

なお、会計基準変更時差異については、５年に

よる按分額を費用処理している。

    数理計算上の差異については、各期の発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５

年)による按分額をそれぞれ発生の翌期から費用

処理している。

 (3) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

    数理計算上の差異については、各期の発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５

年)による按分額をそれぞれ発生の翌期から費用

処理しております。

―――――――   (会計方針の変更)

    当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正」(企業会計基準第３号 平成17年３

月16日)及び「『退職給付に係る会計基準』の一

部改正に関する適用指針」(企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日)を適用しておりま

す。 

 これによる影響はありません。 

 (4) 国内炭事業整理損失引当金

    国内炭事業撤退に伴い発生する損失に備えるた

め、当該事業の整理にかかる損失見込額を計上し

ている。

    なお、当該引当金は、連結子会社である松島炭

鉱株式会社が経営していた池島炭鉱の閉山（平成

13年11月29日）に伴い計上したものである。

 (4) 国内炭事業整理損失引当金

    国内炭事業撤退に伴い発生する損失に備えるた

め、当該事業の整理にかかる損失見込額を計上し

ております。

    なお、当該引当金は、連結子会社である松島炭

鉱株式会社が経営していた池島炭鉱の閉山（平成

13年11月29日）に伴い計上したものであります。

 (5) 訴訟損失引当金

    じん肺訴訟に係り発生する可能性のある損失に

備えるため、長崎地方裁判所及び福岡地方裁判所

で現在係争中の４件のじん肺訴訟(原告ら元従業

員総数123名、損害賠償請求総額4,046百万円)に

かかる損失見込額を計上している。

―――――――

  

７ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。

７ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。



  

 
  

会計処理の変更 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

８ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理を採用している。

    なお、特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについては特例処理によっている。

８ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理を採用しております。 

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワッ

プ及び金利キャップについては特例処理によって

おります。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

    変動金利による借入金の金利変動リスクを軽減

するため、その一部について変動金利を固定化す

る金利スワップ取引を行なっている。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

    借入金の金利変動リスクを軽減するため、その

一部について変動金利を固定化する金利スワッ

プ、金利キャップ取引を行なっております。

 (3) ヘッジ方針

    金利変動リスクヘッジを行なうことを目的とし

て利用範囲や取組方針等について定めた規定に基

づき行なっている。

 (3) ヘッジ方針

    金利変動リスクヘッジを行なうことを目的とし

て利用範囲や取組方針等について定めた規定に基

づき行なっております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローと

ヘッジ手段の間に高い相関性があることを確認

し、有効性の評価としている。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローと

ヘッジ手段の間に高い相関性があることを確認

し、有効性の評価としております。

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理について

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっている。

   消費税等の会計処理について

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

前事業年度
(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――――――― (固定資産の減損に係る会計基準)

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」
(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準
委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６
号)を適用しております。

 これにより税引前当期純損失が1,538百万円増加して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該資産の金額から直接控除しておりま

す。



表示方法の変更 
  

 
  
追加情報 
  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当期から財務諸表における事業区分と事業の種類別セ

グメント情報における事業区分を統一するため、４事業

区分から５事業区分に変更し、前期まで②損益計算書及

び売上原価明細書において「建機材事業」に含めていた

「光コンポーネント事業」を区分掲記している。

 なお、前期の「建機材事業」に含まれていた「光コン

ポーネント事業」の売上高は4,411百万円、売上原価は

3,917百万円である。

 前事業年度まで営業外費用「その他」に含めて表示し

ておりました「社債発行費」については、当事業年度に

おいて営業外費用の総額の10/100を超えたため、区分掲

記することといたしました。 

 なお、前事業年度の「社債発行費」は８百万円であり

ます。

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

している。

 この結果、販売費及び一般管理費が17百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、17百万円

減少している。

―――――――



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18年３月31日)

 ※１ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土

地の再評価を行っている。

    なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律(平成11年３月

31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として資本の部に計上して

いる。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第

２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定

評価により算出

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末おける時価が再評

価後の帳簿価額を下回った差額

…1,562百万円

 ※１ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土

地の再評価を行っております。

    なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律(平成11年３月

31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として資本の部に計上して

おります。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第

２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定

評価により算出

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末おける時価が再評

価後の帳簿価額を下回った差額

…1,405百万円

 

 ※２ このうち担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりである。

   (1) 社債及び借入金に対する担保差入資産

建物 3,612百万円

機械及び装置 24 〃

船舶 213 〃

土地 9,157 〃

投資有価証券 1,063 〃

計 14,071百万円
 

 ※２ このうち担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。

   (1) 社債及び借入金に対する担保差入資産

建物 3,464百万円

船舶 182 〃

土地 8,198 〃

投資有価証券 913 〃

計 12,759百万円

上 記 の 他 に、MITSUI  MATSUSHIMA
INTERNATIONAL PTY.LTD.が保有する投資有価証券
611百万円を担保として差し入れております。

 

 

    対応債務

短期借入金 1,991百万円

１年以内償還社債 2,200 〃

社債 1,000 〃

長期借入金 7,067〃 (１年以内返
済予定額 
2,629 百 万円
含む)

関係会社の 
借入金

1,004〃

計 13,263百万円
 

 

    対応債務

短期借入金 1,917百万円

１年以内償還社債 40 〃

社債 2,200 〃

長期借入金 8,804〃 (１年以内返
済予定額 
2,427 百 万円
含む)

関係会社の
借入金

944〃

計 13,905百万円

   (2) 営業取引等の保証に供している担保差入資産

預金 214百万円

投資有価証券 15 〃

計 229百万円

   (2) 営業取引等の保証に供している担保差入資産

預金 159百万円

有価証券 15 〃

計 174百万円

     対応債務 

      営業保証 

      宅建業保証

     対応債務 

      営業保証 

      宅建業保証

 ※３ 授権株数は、普通株式150,000,000株である。

ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、これに相当する株式数を減ずること

となっている。発行済株式総数は、普通株式

66,493,668株である。

 ※３ 授権株数は、普通株式150,000,000株でありま

す。ただし、定款の定めにより、株式の消却が行

われた場合には、これに相当する株式数を減ずる

こととなっております。発行済株式総数は、普通

株式82,538,203株であります。

 ※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

8,766株である。

 ※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

12,985株であります。



 
  

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18年３月31日)

  ５ 関係会社等の借入金等に対し、下記のとおり債

務保証を行っている。

   関係会社

松島建材㈱ 73百万円

㈱松島電機製作所 243 〃

松島建設工業㈱ 296 〃

松島炭鉱㈱ 10,129百万円

計 10,741百万円

  ５ 関係会社等の借入金等に対し、下記のとおり債

務保証を行っております。

   関係会社

松島建材㈱ 66百万円

㈱松島電機製作所 195 〃

松島建設工業㈱ 110 〃

松島炭鉱㈱ 9,986百万円

計 10,359百万円

  ６ 配当制限

  商法施行規則第124条第３号に規定する資産

に時価を付したことにより増加した純資産額は

635百万円である。

  土地再評価差額金572百万円は、土地の再評

価に関する法律第７条の２第１項の規定によ

り、配当に充当することが制限されている。

  ６ 配当制限

  商法施行規則第124条第３号に規定する資産

に時価を付したことにより増加した純資産額は

726百万円であります。

  ７ 資本の欠損の額は、621百万円である。 ――――――― 



(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の割合は概ね

    68.6％並びに31.4％

※１ 販売費及び一般管理費の割合は概ね

    70.8％並びに29.2％

※２ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。

受取利息 8百万円

受取配当金 1,010 〃

※２ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取利息 41百万円

受取配当金 1,441 〃

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。

車輌及び運搬具 0百万円

土地及び採石設備等 41 〃

計 41百万円

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地 2百万円

―――――――

 

 

 

 

 

―――――――

 

 

 

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び解体費 7百万円

構築物 0 〃

機械及び装置 34 〃

車両及び運搬具 0 〃

工具器具及び備品 1 〃

計 43百万円

※５ 減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失

を計上しております。

用途・場所 種類
金額 

（百万円）

スーパー事業部舗
「３店舗」（福岡県
太宰府市他)

建物、その他、 
無形固定資産、 
リース資産

218

建機材、 
不動産事業部 
「貸与等資産」 
(福岡県飯塚市他)

建物、土地、 
その他

186

「遊休資産」 
(福岡県福津市他)

建物、土地、その
他、無形固定資産

1,166

計 1,570

（経緯） 

「３店舗」については、小売業界の競合激化に
よって収益力が低下したことにより、回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。その内訳は、建物170百
万円、その他(工具器具備品他)47百万円でありま
す。 
「貸与等資産」については、事業環境の変化に

伴い収益性が低下したことにより、また「遊休資
産」については、その将来の用途が定まっていな
いことから回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として特別損失に計上しております。
「貸与等資産」の内訳は、土地166百万円、その他
(機械装置他)19百万円であります。「遊休資産」
の内訳は、建物58百万円、土地1,084百万円、その
他(構築物他)23百万円であります。 

(グルーピングの方法)

当社グループは、事業部門別を基本にグルーピ
ングを行っております。ただし、スーパー事業に
ついては、店舗別を、不動産事業部門及び遊休資
産については、それぞれの個別物件別を基本単位
として取り扱っております。

(回収可能価額及び算定方法等)

正味売却価額  

不動産鑑定評価基準



(リース取引関係) 

  

 
  

  

(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日現在)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

せん。 

当事業年度(平成18年３月31日現在)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

せん。 

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

機械及び 
装置 
(百万円)

車輌及び 
運搬具 
(百万円)

工具・器 
具・備品 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

2,033 23 82 2,139

減価償却 
累計額相当額

597 10 55 662

期末残高 
相当額

1,436 13 27 1,477

機械及び
装置 
(百万円)

車輌及び
運搬具 
(百万円)

工具・器 
具・備品 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

9 23 19 52

減価償却
累計額相当額

6 10 8 25

期末残高
相当額

3 12 10 27

    なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定している。

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 また、光コンポーネント事業部の分社化により

前事業年度末に比べ、リース物件が減少しており

ます。

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 290百万円

１年超 1,186 〃

 合計 1,477百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 10百万円

１年超 16 〃

合計 27百万円

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定している。

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 201百万円

減価償却費相当額 201 〃

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 247百万円

リース資産減損勘定の
取崩額

1 〃

減価償却費相当額 245 〃

減損損失 1 〃

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっている。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。



(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18年３月31日)

 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産

 繰越欠損金 1,622百万円

 投資有価証券評価損 138 〃

 退職給付引当金 114 〃

 貸倒引当金税法限度超過額 378 〃

 国内炭事業整理損失引当金 751 〃

 訴訟損失引当金 687 〃

 たな卸評価損 186 〃

 その他 111 〃

繰延税金資産小計 3,991百万円

評価性引当額 △1,588 〃

繰延税金資産合計 2,403百万円

繰延税金負債

 特別償却積立金 △3百万円

 固定資産圧縮積立金 △2,399 〃

 その他有価証券評価差額金 △431 〃

繰延税金負債合計 △2,834百万円

繰延税金資産の純額 △431百万円

 

 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 1,203百万円

投資有価証券評価損 138 〃

退職給付引当金 87 〃

貸倒引当金税法限度超過額 395 〃

国内炭事業整理損失引当金 1,326 〃

減損損失累計額 69 〃

たな卸評価損 186 〃

その他 102 〃

繰延税金資産小計 3,509百万円

評価性引当額 △1,148 〃

繰延税金資産合計 2,360百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △2,360百万円

その他有価証券評価差額金 △493 〃

繰延税金負債合計 △2,853百万円

繰延税金資産の純額 △493百万円

 

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.44％

 (調整)

土地再評価に係る繰延税金
負債取崩額

△9.16〃

交際費等永久に損金に算入
されない項目

3.58〃

住民税均等割等 2.07〃

繰越欠損金 108.30〃

国内炭事業整理損失引当金  
認容額

△310.14〃

訴訟損失引当金否認額 123.72〃

たな卸評価損否認額 33.55〃

その他 0.55〃

税効果会計適用後の法人税等 
の負担率

△7.09％

 

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.44％

(調整)

土地再評価に係る繰延税金
負債取崩額

361.32〃

交際費等永久に損金に算入
されない項目

△17.59〃

住民税均等割等 △10.88〃

繰越欠損金 324.22〃

国内炭事業整理損失引当金
認容額

△444.09〃

訴訟損失引当金否認額 531.29〃

減損損失否認額 △415.40〃

固定資産圧縮積立金取崩額 △30.26〃

退職給付引当金否認額 21.39〃

貸倒引当金税法限度超過額 △13.12〃

災害損失認容額 4.13〃

その他 △1.01〃

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

350.44％

 



(１株当たり情報) 

  

 
 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 80.39 円 １株当たり純資産額 103.00 円

１株当たり当期純利益 8.95 円 １株当たり当期純利益 4.30 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当期純利益 595百万円 324百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 595百万円 324百万円

普通株式の期中平均株式数 66,487,241株 75,203,316株



(重要な後発事象) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 転換社債型新株予約権付社債の発行

  当社は、平成17年５月27日開催の取締役会の決議に

基づいて、第三者割当による第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債を発行した。

１．社債の名称

  三井松島産業株式会社第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定

同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」とい

い、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権の

みを「本新株予約権」という。)

２．発行総額  金3,000百万円

３．発行価額  額面100円につき金100円

４．利  率  利息は付さない。

５．払込期日及び発行日

        平成17年６月13日

６．償還期限  平成19年６月13日

７．償還の方法

(１)償還金額

  額面100円につき金100円

(２)償還の方法

  ①本社債は、平成19年６月13日にその総額を償還す

る。

  ②当社は、当社が株式交換または株式移転により他

の会社の完全子会社となることを当社の株主総会

で決議した場合、本新株予約権付社債の社債権者

に対して、償還日から30日以上60日以内の事前通

知を行った上で、当該株式交換または株式移転の

効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部

は不可)を額面100円につき次の金額で繰上償還す

ることができる。

平成17年６月14日から平成18年６月13日までの期

間については金101円

平成18年６月14日から平成19年６月12日までの期

間については金100円

  ③当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択

により、本新株予約権付社債の社債権者に対し

て、毎月第２金曜日(ただし、第２金曜日が銀行

休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る。)まで(当日を含む。)に事前通知を行った上

で、当該月の第４金曜日に、残存する本社債の全

部(一部は不可)を額面100円につき金102円で、繰

上償還することができる。

 該当事項はありません。



 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  ④本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権

付社債の発行後、その選択により、当社に対し

て、毎月第１金曜日(ただし、第１金曜日が銀行

休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る。)まで(当日を含む。)に、事前通知を行い、

かつ本新株予約権付社債券を野村信託銀行株式会

社本店に提出することにより、当該月の第３金曜

日に、その保有する本社債の全部または一部を額

面100円につき金99円で繰上償還することを、当

社に対して請求する権利を有する。

   登録をした本新株予約権付社債に係る本社債の繰

上償還を当社に対して請求する場合は、本新株予

約権付社債券の提出に代えて、当社の定める請求

書(以下「繰上償還請求書」という。)に繰上償還

を請求しようとする本社債を表示し、請求の年月

日等を記載してこれに記名捺印した上、野村信託

銀行株式会社を経由して、これを野村信託銀行株

式会社本店に提出することができる。

  ⑤本新株予約権付社債の発行後、平成19年５月29日

まで(当日を含む。)の間のある５連続取引日(た

だし、終値(気配表示を含む。)のない日は除

く。)の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含

む。)が、別記「９．(４)新株予約権の行使に際

して払込をなすべき額」③に定める下限転換価額

(ただし、④による調整を受ける。)を下回った場

合には、当社は、当該５連続取引日の最終日の翌

取引日から起算して３取引日後の日まで(当日を

含む。)に、本新株予約権付社債の社債権者に対

して事前通知を行った上で、当該５連続取引日の

最終日の翌取引日から起算して10取引日後の日

に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面

100円につき金100円で繰上償還する。

  ⑥償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その

前銀行営業日にこれを繰り上げる。

  ⑦本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでも

これを行うことができる。ただし、本新株予約権

のみを消却することはできない。本社債を買入消

却する場合、当社は取得した本新株予約権につ

き、その権利を放棄するものとする。

８．担保の有無

  本新株予約権付社債には物上担保ならびに保証は付

されておらず、また本新株予約権付社債のために特

に留保されている資産はない。



 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

９．新株予約権の内容

(１)新株予約権の目的である株式の種類及び数

  本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株

式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を

新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通

株式を移転(以下当社普通株式の発行又は移転を

「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社

債の発行価額の総額を下記(４)②記載の転換価額

(ただし、下記(４)③又は④によって修正又は調整

された場合は修正後又は調整後の転換価額)で除し

て得られる最大整数とする。この場合に１株未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調

整は行わない。

(２)発行する新株予約権の総数  30個

(３)新株予約権の発行価額  無償とする。

(４)新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

  ①本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき

額は、本社債の発行価額と同額とする。

  ②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株

あたりの額(以下「転換価額」という。）は、当

初206円とする。

  ③転換価額の修正

   本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日

(以下「決定日」という。)の翌取引日以降、転換

価額は、決定日まで(当日を含む。)の３連続取引

日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引

日でない場合には、決定日の直前の取引日までの

３連続取引日とする。)の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値

(気配表示を含む。)の平均値の90％に相当する金

額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を切り捨てる。以下「決定日価額」とい

う。)に修正される。ただし、かかる算出の結

果、決定日価額が103円(以下「下限転換価額」と

いう。ただし、下記④による調整を受ける。)を

下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価

額とし、決定日価額が309円(以下「上限転換価

額」という。ただし、下記④による調整を受け

る。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上

限転換価額とする。



 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

  ④転換価額の調整

   当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当

社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額

をもって当社普通株式を発行又は処分する場合

(ただし、当社普通株式に転換される証券もしく

は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権(新株予約権付社債に付された

ものを含む。)の転換又は行使による場合を除

く。)には、次に定める算式をもって転換価額を

調整する。

既発行 
株式数

＋

新発行・

処分株式数
×

１株あたり

の発行・

処分価額

調整後 

転換価額
＝
調整前 

転換価額
×

時  価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

   また、当社は、当社普通株式の分割もしくは併

合又は時価を下回る価額をもって当社普通株式に

転換される証券もしくは転換できる証券又は当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは

新株予約権付社債を発行する場合等にも転換価額

を適宜調整する。なお、上記算式において、「既

発行株式数」は当社の発行済普通株式数から、当

社の有する当社普通株式数を控除した数とし、株

式分割により当社普通株式を発行する場合には、

「新発行・処分株式数」は、株主割当日における

当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社

普通株式数を含まないものとする。

(５)新株の発行価額中資本に組入れる額

  本新株予約権の行使により株式を発行する当社普通

株式１株の資本金組入額は、本新株予約権の行使に

より発行する当社普通株式１株の発行価額に0.5を

乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じ

る場合は、その端数を切り上げるものとする。

(６)新株予約権の行使請求期間

  平成17年６月14日から平成19年６月12日まで。

(７)その他の新株予約権の行使の条件

  当社が本社債を繰上償還する場合又は当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、償還日又は

期限の利益の喪失日以後（社債権者の請求による繰

上償還の場合には、本新株予約権付社債券（登録を

した本新株予約権付社債に係る本社債を繰上償還す

る場合は、繰上償還の請求書）が提出された時以

降）本新株予約権を行使することはできない。ま

た、各本新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

10．資金の使途

  発行手取概算額 金2,984百万円は、投融資、借入金

返済、運転資金等に充当する予定である。



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 
  

【債券】 

 
  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 
(百万円)

㈱九州親和ホールディングス 3,072,703 860

㈱西日本シティ銀行 702,000 450

㈱三井住友フィナンシャルグループ 334 434

㈱福岡銀行 306,000 303

WESTERN CANADIAN COAL CORP. 986,000 293

投資有価証券 その他有価証券 三井プレコン㈱ 4,000,000 200

㈱広島銀行 185,000 129

山口銀行㈱ 36,000 66

日本化成㈱ 1,194,000 61

西九州開発㈱ 90,000 45

その他１２銘柄 741,068 59

小計 11,313,105 2,904

計 11,313,105 2,904

銘柄 券面総額(百万円)
貸借対照表計上額 
(百万円)

有価証券 その他有価証券 利付国債（１銘柄） 15 15

小計 15 15

計 15 15



【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注)  主な増加及び減少内容は、下記のとおりであります。 

  （増加） 建物        賃貸ビル改修工事                 35百万円 

               レンズ工場設備                  24 〃  

     機械及び装置    レンズ製造設備                  34 〃  

     土地        長崎県西海市大島町土地購入            134 〃     

  （減少） 建物        レンズ工場設備（光コンポーネント事業会社分割）  283百万円 

                                      スーパー２店舗（営業譲渡）            220 〃  

                     国民宿舎（閉鎖・解体）              139 〃  

           機械及び装置    レンズ製造設備（光コンポーネント事業会社分割）  811 〃   

           工具器具及び備品  スーパー２店舗（営業譲渡）            157 〃 

                     レンズ工場備品（光コンポーネント事業会社分割）  90 〃 

  なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。         

  

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 
(百万円)

有形固定資産

 建物 8,356 69
943 
(237)

7,481 3,982 154 3,499

 構築物 308 1
87 
(19)

222 196 4 26

 機械及び装置 1,279 35
950 
(10)

364 304 108 59

 船舶 1,148 ― ― 1,148 965 30 182

 車輌及び運搬具 47 0
10 
(3)

37 36 0 1

 工具器具及び備品 905 30
354 
(27)

581 494 19 86

 土地 10,737 140
1,251 
(1,251)

9,626 ― ― 9,626

有形固定資産計 22,783 277
3,598 
(1,548)

19,462 5,980 316 13,482

無形固定資産

 借地権 12 ―
12 
(12)

― ― ― ―

 電話加入権 6 ―
6 
(6)

― ― ― ―

 施設利用権 4 ―
0 
(0)

3 2 0 0

無形固定資産計 23 ―
20 
(19)

3 2 0 0

長期前払費用 8 ― ― 8 4 1 3

繰延資産

 社債発行費 26 83 45 64 27 61 36

繰延資産計 26 83 45 64 27 61 36



【資本金等明細表】 

  

 
(注) １ 当期末における自己株式数は12,985株であります。 

２ 当期増加株式数及び当期増加額は、新株予約権の行使によるものであります。 

３ 当期減少額は、前期決算の損失処理によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

 
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２ 貸倒引当金の当期増加額のうち60百万円は、国内炭事業整理損失引当金からの振替額であります。 

３ 国内炭事業整理損失引当金の「当期減少額(その他)」は、貸倒引当金への振替額であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金(百万円) 3,324 1,499 ― 4,824

資本金のうち 
既発行株式

普通株式 (注１.２) (株) (66,493,668) (16,044,535) (―) (82,538,203)

普通株式  (注２) (百万円) 3,324 1,499 ― 4,824

計 (株) (66,493,668) (16,044,535) (―) (82,538,203)

計 (百万円) 3,324 1,499 ― 4,824

資本準備金及び 
その他資本剰余 
金

資本準備金

 株式払込剰余金 
      (注２)

(百万円) 93 1,499 ― 1,593

 合併差益 (百万円) 780 ― ― 780

 再評価積立金 (百万円) 98 ― ― 98

計 (百万円) 972 1,499 ― 2,472

利益準備金及び 
任意積立金

利益準備金 (百万円) 460 ― ― 460

任意積立金

 特別償却準備金 
      (注３)

(百万円) 29 ― 5 24

固定資産圧縮積立
金    (注３)

(百万円) 3,572 ― 38 3,534

 別途積立金 (百万円) 1,000 ― ― 1,000

計 (百万円) 5,062 ― 43 5,019

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 5,476 485 6 205 5,749

賞与引当金 41 12 41 ― 12

国内炭事業整理損失引当
金

1,859 1,481 ― 60 3,280

訴訟損失引当金 1,700 ― 1,700 ― ―



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

(a) 資産の部 

Ⅰ 流動資産 

① 現金及び預金 

 

② 受取手形 

 
  

期日別内訳 

 

③ 売掛金 

イ 相手先別内訳 

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれており

ます。 

区分 金額(百万円)

現金 26

預金

当座預金 5,546

普通預金 72

通知預金 1,100

定期預金 359

外貨預金 246

別段預金 1

小計 7,326

計 7,353

 

相手先 金額(百万円)

ＳＭＣ商事㈱ 2,381

三井住友建設㈱ 1,041

㈱ハセック 183

東急ジオックス㈱ 151

三島商事㈱ 137

その他   1,096

計 4,991

期日 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月以降 計

金額(百万円) 1,289 1,085 1,035 1,110 469 ― 4,991

相手先 金額(百万円)

ＳＭＣ商事㈱ 885

三井住友建設㈱ 728

神鋼商事㈱ 280

㈱ハセック 237

山一興産㈱ 156

その他 1,579

計 3,867

 

前期繰越高 
(百万円) 
 
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 

 
(Ｂ)

当期回収高 
(百万円) 
 
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円) 
 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

4,883 50,102 51,118 3,867 92.97 31.88



④ 商品 
  

 

⑤ 販売用不動産 
  

 

⑥ 貯蔵品 
  

 
  

Ⅱ 固定資産 

① 関係会社株式 
  

 
  

② 関係会社長期貸付金 
  

 
(注) 上記の他に関係会社短期貸付金(流動資産)55百万円があります。 

  
③ 関係会社長期未収入金 

  

 
  

区分 金額(百万円)

建材商品 35

衣料・食料品・雑貨等 80

計 116

 

区分 数量 金額(百万円)

(土地及び建物) 土地(㎡) 土地付建物(戸)

福岡県 3,124 1 13

長崎県 17,598 1 9

計 20,722 2 23

 

区分 金額(百万円)

重油 7

銘柄 金額(百万円)

子会社株式

 MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. 2,438

 松島建設工業㈱ 100

 三井松島リソーシス㈱ 100

 ㈱松島電機製作所 50

 MITSUI MATSUSHIMA CANADA LTD. 38

 松島港湾運輸㈱他５社 22

小計 2,750

関連会社株式

 大島鋼板加工㈱ 10

 ㈱三和フロンティア ―

小計 10

計 2,760

相手先 金額(百万円)

MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. 1,920

松島建材㈱ 119

㈱大島商事 83

松島建設工業㈱ 62

㈱松島電機製作所 47

計 2,232

相手先 金額(百万円)

松島炭鉱㈱ 4,321



(b) 負債の部 

Ⅰ 流動負債 

① 支払手形 

  

 
  

期日別内訳 

 
  

② 買掛金 

  

 

③ 短期借入金 

  

 

④ １年以内返済長期借入金 

  

相手先 金額(百万円)

ティーシートレーディング㈱ 291

㈱アイ・エイチ・アイ・トレーディング 286

山一興産㈱ 277

三信通商㈱ 225

東陶エンジニアリング㈱ 219

その他          2,463

計 3,762

期日 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 計

金額(百万円) 1,195 1,186 803 471 105 3,762

相手先 金額(百万円)

石川島運搬機械㈱ 499

山一興産㈱ 264

東陶エンジニアリング㈱ 155

㈱オハラ 121

安藤物産㈱ 96

その他 1,795

計 2,933

 

相手先 金額(百万円)

㈱三井住友銀行 1,297

㈱りそな銀行 499

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 442

㈱親和銀行 424

㈱西日本シティ銀行 400

㈱みずほコーポレート銀行 396

中央三井信託銀行㈱他２社 539

計 3,998

 

相手先 金額(百万円)

㈱三井住友銀行 763

㈱親和銀行 757

中央三井信託銀行㈱ 380

㈱広島銀行 325

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 315

㈱西日本シティ銀行他８社 1,236

計 3,777



⑤ １年以内償還社債 

  

 
(注) 発行年月日、利率等については、「第５経理の状況」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細

表」に記載しております。 

  

Ⅱ 固定負債 

① 社債 

  

 
(注) １ 上記の他に１年以内償還社債(流動負債)240百万円があります。 

   ２ 発行年月日、利率等については、「第５経理の状況」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債

明細表」に記載しております。 

  

② 長期借入金 

  

 
  

  

(3) 【その他】 

「第５ 経理の状況」「１ 連結財務諸表等」「(2) その他」に記載のとおりであります。 

  

区分 金額(百万円)

第１回無担保社債 200

第３回無担保社債 40

計 240

区分 金額(百万円)

第７回物上担保付普通社債 1,000

第２回無担保社債 500

第３回無担保社債 300

第８回物上担保付普通社債 400

計 2,200

相手先 金額(百万円)

㈱親和銀行 2,137

㈱三井住友銀行 1,429

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 1,004

㈱みずほコーポレート銀行 578

㈱西日本シティ銀行 492

㈱広島銀行他８社 2,025

計 7,666



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注）決算公告については、当社ホームページ上に貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。 

   （ホームページアドレス http://www.mitsui-matsushima.co.jp/) 

   なお、会社法施行後においては、会社法第440条第４項の規定により決算公告は行いません。 

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
100,000株券、10,000株券、1,000株券、500株券、100株券及び100株未満の株数を表
示した株券

中間配当基準日 ―

単元株式数 1,000株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

  取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本・支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

  株券喪失登録に伴う
手数料

１ 喪失登録   １件につき 10,000円
２ 喪失登録株券 １枚につき   500円

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

  取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店
野村証券株式会社 全国本・支店

  買取手数料 無料

公告掲載方法 日本経済新聞（注）

株主に対する特典 なし



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第149期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)平成17年６月29日福岡財務支局長

に提出 

  

(2) 半期報告書 

事業年度 第150期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)平成17年12月27日福岡財務支局

長に提出 

  

(3) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号並びに第14号(提出会社及び連結子会社に対す

る訴訟の提起)の規定に基づく臨時報告書を平成17年６月22日に福岡財務支局長に提出 
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(提出会社の代表取締役の異動)の規定に基づく

臨時報告書を平成17年９月14日に福岡財務支局長に提出 
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号(提出会社の分割に係る計画の承認)の規定に基

づく臨時報告書を平成17年12月２日に福岡財務支局長に提出 
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号並びに第14号(提出会社及び連結子会社に対す

る訴訟の解決)の規定に基づく臨時報告書を平成18年３月20日に福岡財務支局長に提出 
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号(財政状態及び経営成績に著しい

影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を平成18年３月24日に福岡財務支局長に提出 
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号(財政状態及び経営成績に著しい

影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を平成18年３月30日に福岡財務支局長に提出 

  

(4) 有価証券届出書及びその添付書類 新株予約権付社債発行 

平成17年５月27日福岡財務支局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成17年６月29日

三 井 松 島 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井松島産業株式会

社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井松島産業株

式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成17年５月27日開催の取締役会において、転換社債型新株予約権付社債の発

行を決議し、平成17年６月13日に発行した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  黒 澤  誠 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  丸 林  信 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  藤 田  和 子 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成18年６月29日

三 井 松 島 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井松島産業株式会

社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井松島産業株

式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度より、固定資産の減損会計基準を適用して連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  丸 林  信 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  藤 田  和 子 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成17年６月29日

三 井 松 島 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井松島産業株式会

社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第149期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算

書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井松島産業株式会

社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成17年５月27日開催の取締役会において、転換社債型新株予約権付社債の発

行を決議し、平成17年６月13日に発行した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  黒 澤  誠 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  丸 林  信 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  藤 田  和 子 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成18年６月29日

三 井 松 島 産 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井松島産業株式会

社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第150期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算

書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井松島産業株式会

社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は当事業年度より、固定資産の減損会計基準を適用して財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  丸 林  信 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  藤 田  和 子 
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